
第８３回神河町議会定例会に提出された議案

○町長提出議案

報 告 第 １ 号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びその和

解）

報 告 第 ２ 号 専決処分の報告の件（支払督促の訴訟への移行による訴えの提起につ

いて）

報 告 第 ３ 号 専決処分の報告の件（支払督促の訴訟への移行による訴えの提起につ

いて）

第 １ 号 議 案 神河町農業委員会委員の任命に係る認定農業者等の過半数要件例外適

用の件

第 ２ 号 議 案 神河町農業委員会委員の任命の件

第 ３ 号 議 案 神河町農業委員会委員の任命の件

第 ４ 号 議 案 神河町農業委員会委員の任命の件

第 ５ 号 議 案 神河町農業委員会委員の任命の件

第 ６ 号 議 案 神河町農業委員会委員の任命の件

第 ７ 号 議 案 神河町農業委員会委員の任命の件

第 ８ 号 議 案 神河町農業委員会委員の任命の件

第 ９ 号 議 案 神河町農業委員会委員の任命の件

第１０号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第１１号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第１２号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第１３号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第１４号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第１５号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第１６号議案 神河町印鑑条例及び神河町手数料条例の一部を改正する条例制定の件

第１７号議案 神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例制定の件

第１８号議案 神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に関す

る条例の一部を改正する条例制定の件

第１９号議案 神河町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

第２０号議案 神河町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件

第２１号議案 神河町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

第２２号議案 神河町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営
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並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定

の件

第２３号議案 神河町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例制定の件

第２４号議案 神河町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の件

第２５号議案 神河町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件

第２６号議案 平成２９年度神河町一般会計補正予算（第９号）

第２７号議案 平成２９年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）

第２８号議案 平成２９年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第５号）

第２９号議案 平成２９年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第５号）

第３０号議案 平成２９年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第３号）

第３１号議案 平成２９年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第２号）

第３２号議案 平成２９年度神河町水道事業会計補正予算（第４号）

第３３号議案 平成２９年度神河町下水道事業会計補正予算（第４号）

第３４号議案 平成２９年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第４号）

第３５号議案 平成３０年度神河町一般会計予算

第３６号議案 平成３０年度神河町介護療育支援事業特別会計予算

第３７号議案 平成３０年度神河町国民健康保険事業特別会計予算

第３８号議案 平成３０年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算

第３９号議案 平成３０年度神河町介護保険事業特別会計予算

第４０号議案 平成３０年度神河町土地開発事業特別会計予算

第４１号議案 平成３０年度神河町訪問看護事業特別会計予算

第４２号議案 平成３０年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算

第４３号議案 平成３０年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算

第４４号議案 平成３０年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算

第４５号議案 平成３０年度神河町水道事業会計予算

第４６号議案 平成３０年度神河町下水道事業会計予算

第４７号議案 平成３０年度公立神崎総合病院事業会計予算

承 認 第 １ 号 神河町住宅マスタープラン後期計画の策定の件

承 認 第 ２ 号 神河町国民健康保険第１期データヘルス計画及び神河町国民健康保険

第３期特定健康診査等実施計画の策定の件

承 認 第 ３ 号 神河町高齢者福祉計画及び第７期介護保険事業計画の策定の件

承 認 第 ４ 号 神河町障害者計画及び第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画の

策定の件
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○議会提出議案

発 議 第 １ 号 神河町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例制定の件

発 議 第 ２ 号 神河町議会議員の議員報酬、費用弁償及び旅費に関する条例の一部を

改正する条例制定の件

－３－



－４－



神河町告示第10号

第83回神河町議会定例会を次のとおり招集する。

平成30年２月21日

神河町長 山 名 宗 悟

１ 期 日 平成30年３月１日

２ 場 所 神河町役場 議場

○開会日に応招した議員

藤 原 裕 和 小 寺 俊 輔

藤 原 日 順 松 山 陽 子

山 下 皓 司 三 谷 克 巳

宮 永 肇 小 林 和 男

藤 原 資 広 廣 納 良 幸

藤 森 正 晴 安 部 重 助

○応招しなかった議員

な し
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平成30年 第83回（定例）神 河 町 議 会 会 議 録（第１日）

平成30年３月１日（木曜日）

議事日程（第１号）

平成30年３月１日 午前９時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 報告第１号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びそ

の和解）

日程第５ 報告第２号 専決処分の報告の件（支払督促の訴訟への移行による訴えの提起

について）

日程第６ 報告第３号 専決処分の報告の件（支払督促の訴訟への移行による訴えの提起

について）

日程第７ 第１号議案 神河町農業委員会委員の任命に係る認定農業者等の過半数要件例

外適用の件

日程第８ 第２号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第３号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第４号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第５号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第６号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第７号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第８号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第９号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第10号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第11号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第12号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第13号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第14号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第15号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

日程第９ 第16号議案 神河町印鑑条例及び神河町手数料条例の一部を改正する条例制定

の件

日程第10 第17号議案 神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例制定の件

日程第11 第18号議案 神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に
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関する条例の一部を改正する条例制定の件

日程第12 第19号議案 神河町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

日程第13 第20号議案 神河町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件

日程第14 第21号議案 神河町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

第22号議案 神河町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例制定の件

日程第15 第23号議案 神河町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

日程第16 第24号議案 神河町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の

件

日程第17 第25号議案 神河町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の

件

日程第18 第26号議案 平成29年度神河町一般会計補正予算（第９号）

日程第19 第27号議案 平成29年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）

日程第20 第28号議案 平成29年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

５号）

日程第21 第29号議案 平成29年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第５号）

日程第22 第30号議案 平成29年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第３号）

日程第23 第31号議案 平成29年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第24 第32号議案 平成29年度神河町水道事業会計補正予算（第４号）

日程第25 第33号議案 平成29年度神河町下水道事業会計補正予算（第４号）

日程第26 第34号議案 平成29年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第４号）

日程第27 第35号議案 平成30年度神河町一般会計予算

第36号議案 平成30年度神河町介護療育支援事業特別会計予算

第37号議案 平成30年度神河町国民健康保険事業特別会計予算

第38号議案 平成30年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算

第39号議案 平成30年度神河町介護保険事業特別会計予算

第40号議案 平成30年度神河町土地開発事業特別会計予算

第41号議案 平成30年度神河町訪問看護事業特別会計予算

第42号議案 平成30年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算
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第43号議案 平成30年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算

第44号議案 平成30年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算

第45号議案 平成30年度神河町水道事業会計予算

第46号議案 平成30年度神河町下水道事業会計予算

第47号議案 平成30年度公立神崎総合病院事業会計予算

日程第28 承認第１号 神河町住宅マスタープラン後期計画の策定の件

日程第29 承認第２号 神河町国民健康保険第１期データヘルス計画及び神河町国民健康

保険第３期特定健康診査等実施計画の策定の件

日程第30 承認第３号 神河町高齢者福祉計画及び第７期介護保険事業計画の策定の件

日程第31 承認第４号 神河町障害者計画及び第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計

画の策定の件

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 報告第１号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びそ

の和解）

日程第５ 報告第２号 専決処分の報告の件（支払督促の訴訟への移行による訴えの提起

について）

日程第６ 報告第３号 専決処分の報告の件（支払督促の訴訟への移行による訴えの提起

について）

日程第７ 第１号議案 神河町農業委員会委員の任命に係る認定農業者等の過半数要件例

外適用の件

日程第８ 第２号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第３号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第４号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第５号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第６号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第７号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第８号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第９号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第10号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第11号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第12号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第13号議案 神河町農業委員会委員の任命の件
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第14号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

第15号議案 神河町農業委員会委員の任命の件

日程第９ 第16号議案 神河町印鑑条例及び神河町手数料条例の一部を改正する条例制定

の件

日程第10 第17号議案 神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例制定の件

日程第11 第18号議案 神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に

関する条例の一部を改正する条例制定の件

日程第12 第19号議案 神河町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

日程第13 第20号議案 神河町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件

日程第14 第21号議案 神河町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

第22号議案 神河町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例制定の件

日程第15 第23号議案 神河町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

日程第16 第24号議案 神河町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の

件

日程第17 第25号議案 神河町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の

件

日程第18 第26号議案 平成29年度神河町一般会計補正予算（第９号）

日程第19 第27号議案 平成29年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）

日程第20 第28号議案 平成29年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

５号）

日程第21 第29号議案 平成29年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第５号）

日程第22 第30号議案 平成29年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第３号）

日程第23 第31号議案 平成29年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第24 第32号議案 平成29年度神河町水道事業会計補正予算（第４号）

日程第25 第33号議案 平成29年度神河町下水道事業会計補正予算（第４号）

日程第26 第34号議案 平成29年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第４号）

日程第27 第35号議案 平成30年度神河町一般会計予算
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第36号議案 平成30年度神河町介護療育支援事業特別会計予算

第37号議案 平成30年度神河町国民健康保険事業特別会計予算

第38号議案 平成30年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算

第39号議案 平成30年度神河町介護保険事業特別会計予算

第40号議案 平成30年度神河町土地開発事業特別会計予算

第41号議案 平成30年度神河町訪問看護事業特別会計予算

第42号議案 平成30年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算

第43号議案 平成30年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算

第44号議案 平成30年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算

第45号議案 平成30年度神河町水道事業会計予算

第46号議案 平成30年度神河町下水道事業会計予算

第47号議案 平成30年度公立神崎総合病院事業会計予算

出席議員（12名）

１番 藤 原 裕 和 ７番 小 寺 俊 輔

２番 藤 原 日 順 ８番 松 山 陽 子

３番 山 下 皓 司 ９番 三 谷 克 巳

４番 宮 永 肇 10番 小 林 和 男

５番 藤 原 資 広 11番 廣 納 良 幸

６番 藤 森 正 晴 12番 安 部 重 助

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 坂 田 英 之 主事 山 名 雅 也

説明のため出席した者の職氏名

町長 山 名 宗 悟 地域振興課参事兼農林業特命参事

副町長 前 田 義 人 多 田 守

教育長 入 江 多喜夫 ひと・まち・みらい課長

町参事 野 邊 忠 司 藤 原 登志幸

総務課長 日 和 哲 朗 建設課長 真 弓 俊 英

総務課参事兼財政特命参事 地籍課長 児 島 則 行

児 島 修 二 上下水道課長 中 島 康 之
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情報センター所長 藤 原 秀 洋 健康福祉課長 大 中 昌 幸

税務課長 和 田 正 治 会計管理者兼会計課長

住民生活課長  木 浩 山 本 哲 也

住民生活課参事兼防災特命参事 病院事務長 藤 原 秀 明

田 中 晋 平 病院総務課長兼施設課長

地域振興課長兼ひと・まち・みらい課参事 藤 原 広 行

石 堂 浩 一 教育課長 松 田 隆 幸

地域振興課参事兼観光振興特命参事

山 下 和 久

議長挨拶

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。開会に先立ちまして、一言御挨

拶を申し上げます。

厳しかった寒さもようやく和らぎ、寒暖を繰り返しながらも春の訪れを感じるきょう

このごろでございます。冬の祭典、平昌オリンピックも１７日間にわたり感動と興奮を

与えてくれました。すばらしい大会に、多くの皆様も一喜一憂されたのではないでしょ

うか。２０２０年の東京五輪もどのようなドラマが展開されるのか楽しみであります。

本日ここに第８３回神河町議会定例会が招集されましたところ、議員各位並びに執行

部には御健勝にて定刻までに御参集を賜り開会できますことは、町政のためまことに御

同慶にたえません。

県では、「新たな発想で新しい兵庫をともに」の認識のもと、平成３０年度当初予算

として、一般会計１と ８８０とと、特別会計を合わせた総額３と １３８ととが計上 

され、県制１５０周年記念事業の展開や地域創生の本格化を重点に、参画と協働の基本

姿勢で安全と安心の基盤づくりをさらに進める予算編成とうたわれております。

神河町においても、この後、平成３０年度当初予算が提案されますが、町民が望むま

ちづくり、明るい将来を目指した地域づくりのための予算編成でなければならないと強

く望むところであります。私たち議員につきましては、４年間の任期における最後の予

算審議に臨みます。町民皆様の負託にしっかり応え、責任を果たさなければと切に思う

ところでございます。

今次定例会に付議されます案件は、後ほど議会運営委員長から説明がありますが、報

告、人事、条例の一部改正、平成２９年度各会計補正予算並びに平成３０年度各会計当

初予算等、計５４件が提案されます。いずれも町政にとって大変重要な案件ばかりであ

ります。議員各位には、格別の御精励を賜りまして適正妥当な結論が得られますよう、

結果として町民の負託に応えられますよう望みまして、開会の挨拶といたします。

町長挨拶
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○町長（山名 宗悟君） おはようございます。議会の開会に当たりまして、私のほうか

らも一言御挨拶を申し上げます。

ことしの冬は例年にない厳しい寒さが続き、神河町でも水道管の破裂や、そしてイン

フルエンザが大流行となりました。２月に入って、北陸地方では昭和５６年豪雪以来３

７年７りの大雪となりまして、国道８号７では ５００７以上の７が立ち７生、また、

生活物資が届かず地域住民に大きな影響を及ぼす中、福井県が自衛隊を要請するなど、

改めて安全・安心なまちづくりに向けての対策が必要と感じました。

そんな厳しい冬ではありますが、町内あちらこちらでは、この時期になればやっぱり

フキノトウが顔を出して、改めて春の訪れを感じるきょうこのごろでございます。

さて、このたび神河町では、以前より取り組んでいました情報発信の強化の一環とし

て、神河町のホームページを全面リニューアルし、これまで以上に神河町のよさをイメ

ージしたデザインに一新しました。また、スマートフォンにも対応するとともに、常に

誰もが使いやすいホームページを目指していきたいと考えております。

２４日には、スキー場、峰山高原リゾートホワイトピークの来場者数がシーズン終了

の一月早く目標見込みの５万人を突破いたしました。国内１４年７りのスキー場とあっ

て、テレビ、新聞各社の報道や、１２月のオープン時から天候にも恵まれ、そして何と

いっても阪神間からのアクセスのよさや、初心者、家族向けのコンセプトも支持された

ものと感じています。さらに来場者の満足度アップを図って、夏場における新たなアト

ラクションなど四季を通じたにぎわいづくり、道の駅「銀の馬７道・神河」とその沿７、

そして越知川名水街道との連携強化から神河町全域につながるよう全力で取り組んでま

いります。

２５日には、私たちに多くの感動を与えてくれました平昌冬季オリンピックが閉幕を

いたしました。日本人選手の大活躍の中、獲得メダル数も合計１３個の冬季オリンピッ

ク史上最多を数える、記憶に残る歴史的な大会となりました。これを機会にウインター

スポーツの裾野が広がることを期待するとともに、３月９日から開幕します平昌冬季パ

ラリンピックもこの勢いを引き継ぎ、さらには２０２０年東京オリンピックにつなげて

いければと期待するところでございます。

もう一つ、うれしいお知らせがございます。本年４月より、ＮＨＫＢＳプレミアムで

大河ドラマ「軍師官兵衛」の再放送が決定いたしました。オープニングで映し出される

砥峰高原を再び楽しんでいただければと存じます。

さて、本日は、第８３回神河町議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様に

は繰り合わせての御出席を賜りまして議会が開催できますことを厚くお礼申し上げます。

今定例会には、報告３件、農業委員会委員の任命１５件、条例制定改正１０件、平成

２９年度各会計の補正予算９件、平成３０年度各会計予算１３件及び承認４件の計５４

件を提出させていただきました。とりわけ平成３０年度の重点施策は、地域創生、公立

神崎総合病院北館改築工事、光ケーブル化事業に加えて、引き続き区要望事業の推進で
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あります。その中でも、特に地域創生事業は５カ年計画の実行３年目であり、引き続き、

交流から定住につながる仕組みや仕事づくりと情報発信を強力に進めてまいります。特

に、２年続けて７０人７を確保しておりました出生数が平成２９年度は６０人未満と減

少していることからも、これまで以上に出産、子育て、教育、そして雇用の創出を中心

として強力に地方創生を推進してまいります。

議員各位には、よろしく御審議を賜り御承認いただきますようお願いを申し上げまし

て、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。

午前９時０８分開会

○議長（安部 重助君） ただいまから第８３回神河町議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達していますので、本日の会議

を開きます。

日程に入る前に御連絡いたします。入江教育長につきましては、本日午後から郡教育

長会出席のため欠席の届けが出ております。また、日和総務課長につきましては、町選

挙管理委員会出席のために９時から１０時までの欠席届が出ておりますので、御了承を

願います。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（安部 重助君） 日程第１は、会議録署名議員の指名であります。

会議規則第１２７条の規定により、議長から指名いたします。

４番、宮永肇議員、５番、藤原資広議員、以上２名を指名します。

・ ・

○議長（安部 重助君） 次の日程に入る前に、先般開かれました議会運営委員会の決定

事項について、委員長から報告を受けます。

山下皓司議会運営委員長。

○議会運営委員会委員長（山下 皓司君） おはようございます。議会運営委員長の山下

でございます。

それでは、３０年３月定例会の議会運営委員会での決定事項について報告をいたしま

す。去る２月２６日、議会運営委員会を開催しまして、今期定例会の議事運営について

協議をいたしました。決定した事項を御報告申し上げます。

まず、会期の日程でございますが、本日から３月２３日までの２３日間と決定してお

ります。

町長から提案されます議案は、報告３件、人事案件１５件、条例の一部改正１０件、

補正予算９件、平成３０年度当初予算１３件、事業計画の承認４件、合わせて５４件が

提案されております。また、最終日には、議員発議によりまして２件を提出する予定に
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しております。

議事日程につきましては、お手元に配付しております日程表のとおりでございます。

第１日目と第２日目は提案説明を受け、第３日目と第４日目は質疑を行い、第１号議

案から第２５号議案、承認１号から承認４号は表決をいたします。第２６号議案は総務

文教常任委員会に審査を付託することにしております。また、第３５号議案から第４７

号議案までの平成３０年度各会計当初予算につきましては、質疑の後に議長を除く全議

員により予算特別委員会を設置して、審査を付託することにしております。

第５日目の一般質問の前に、総務文教常任委員会に付託しました第２６号議案につい

て、審査報告の後に討論、採決を行います。あわせて第２７号議案から第３４号議案ま

での各特別会計、企業会計補正予算についても討論、採決を行うことにしております。

一般質問につきましては、事前に通知のとおり通告締め切りを３月５日の午前９時とし、

本会議第５日目の１４日と第６日目の１５日に行うことにしております。

２３日の最終日には、予算特別委員会に付託しました議案について審査報告の後に討

論、採決をお願いすることとしております。また、発議第１号、発議第２号についても

表決をお願いすることとしております。

なお、閉会中に陳情書１件を受理しております。議会運営基準第１４０条、１４２条

の規定によりましてその写しを配付しておりますので、御確認をいただきたいと思いま

す。

以上のとおり今期定例会の会期日程及び議事日程について決定し、議長にお願いをい

たしております。

議案の審議に際しましては、質疑、答弁とも簡潔明瞭に行うことを特にお願いをいた

します。議員各位には、格段の御協力をお願い申し上げます。

以上で議会運営委員会の報告を終わります。どうかよろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 議会運営委員長の報告が終わりました。

それでは、日程に戻ります。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（安部 重助君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。

お諮りします。今期定例会の会期は、本日から３月２３日までの２３日間としたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼７者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日か

ら３月２３日までの２３日間と決定しました。

・ ・

日程第３ 諸報告

○議長（安部 重助君） 日程第３、諸報告でございます。
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まず、監査委員より例月出納検査の監査報告を提示していただいております。お手元

にその写しを配付しておりますので、御一読願います。

閉会中の主な事柄については、別紙一覧表として配付しております。

なお、各委員会の閉会中の活動状況については、各委員長より報告をしていただきま

す。

まず、総務文教常任委員会、お願いします。

宮永肇総務文教常任委員長。

○総務文教常任委員会委員長（宮永 肇君） おはようございます。総務文教常任委員

会の開催結果の報告をいたします。

まず、本委員会は、所管事務について調査した結果、次のとおり報告をいたします。

一つ、日時は平成３０年２月９日金曜日に開催したものでありまして、場所は神河町

役場委員会室であります。

出席者については、一応名前だけ読み上げて報告とします。まず委員のほうは、山下

副委員長、藤原資広委員、小寺俊輔委員、松山陽子委員、三谷克巳委員、廣納良幸委員、

安部重助委員。行政については、その役職名で御報告をいたします。まず、前田義人副

町長、入江多喜夫教育長、野邊忠司……。

○議長（安部 重助君） 委員長、宮永委員長、ちょっと……。下へおりてください。ち

ょっと待ってくださいよ。

○総務文教常任委員会委員長（宮永 肇君） いいですか、これでいきますね。失礼い

たしました。ちょっと時間の都合で、この紹介の分は割愛しまして質疑の報告に移りま

す。

まず、総務文教常任委員会の閉会中の活動報告ということでまとめたものでありまし

て、閉会中の総務文教常任委員会の活動としての報告であります。去る２月９日に委員

会を開催し、所管事務調査を行いました。各課からの報告資料はお手元に配付している

とおりでありますが、委員から出された質疑、意見、提言と行政からの応答で、主なも

のを紹介してまいります。

まず、税務課から、事務事業の進捗状況、税等滞納整理対策委員会取り組み状況につ

いて説明を受けました。

それに対する質疑として、まず、徴収の取り組み状況はいかがなものかということで

の質疑でございます。これに対して税務課長からの答弁としまして、税理士による研修

を実施しているが、異動してきた職員や新任職員に対しても研修を実施する必要がある。

滞納整理委員会を定例化し、今回の病院の支払い督促申し立て制度が他の私債権に波及

するよう取り組むということでございました。

これに対して、また、納税報奨金の検討状況はいかがかという質問でございまして、

これに対しての答弁は、滞納整理委員会で協議したが、４月からコンビニ収納やクレジ

ット収納が始まり、口座振替のメリットがないので、今後の動向を見ながら継続協議を
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していくという答弁でございました。

次に、教育委員会関係ですが、教育課、地域交流センター、給食センター、公民館の

事務事業進捗状況等の説明を受けました。主な質疑、意見について報告をします。

一つ、小規模校の今後のあり方については、地域と保護者の意見調整をする必要があ

ると思うので、できるだけ幅広い人の考えを聞くようにしてほしいということでござい

まして、これに対しては、長谷小学校では保護者アンケートによる意向調査をして、区

長さんだけでなく地域の人の意見も聞きながら進めている。越知谷小学校も保護者アン

ケートの後に地元協議を始めると。参集範囲は区長さんと相談をして決めるが、幅広く

意見を求めたいというところでございました。

また、歴史文化保存活用計画による地域づくりは、住民の受けとめ方にも温度差があ

ると思うので、町全体へ波及する戦略を望むという質疑がございました。これについて、

関係課と連携して取り組む。関連イベントや講演会への住民参加を促したり、小学校へ

のふるさと意識醸成などの取り組みを進めていくというところであります。

また、別の質疑でございまして、新しくできたスキー場でのスキー教室は子供たちに

好評のようだが、来年度はどうするのか、問題点はないかという質疑でございました。

これに、数年は同じ形で継続をする。保護者負担のないように全てレンタルにしたため

に予算が膨らんだが、２学年を１７のバスで交互に送迎するなどの工夫をしました。大

きな問題はないが、事故対応などが課題でありますということでございます。

また、重複施設の維持管理の検討について、取り組み状況に変化がないということで

ございまして、これで、温水プールは今後も維持に必要な整備を継続する。神崎公民館

はＰＦＩ事業の動向を見てということになります。基本は公共施設の管理計画、町はそ

の方針で進めていくというところでありました。

また、ほかの質疑ですが、野菜が高騰しているが、学校給食に影響は出ていないか、

野菜は調達できているかということで、給食の量で調整しているようなことはないかと

いう質疑でございました。これに対して、アグリからの納品がふえておりますと。他の

野菜は入札しているが、地元には価格的に無理をお願いすることになっておりますと。

給食の量は少なくしていませんということでございました。

また、来年度の山村留学生は１０名ほどと聞いているが、受け入れ農家の状況はどう

か、地区外での受け入れの考えはないのかというふうな質問でございました。これに、

受け入れ農家は、区長さん、民生委員さんを通じて依頼中でありまして、２月末に留学

生が確定します。校区があり、当初の目的が越知谷地域の活性化であるから、地区外の

受け入れは今のとこ考えておりませんということです。それに、１戸に２名ずつ、最低

６戸は確保したいというふうな考えだそうであります。

続いて、情報センターからは、超高速ブロードバンド基盤整備事業の進捗状況につい

て説明を受けました。

それに対する質疑として、次のページでありますが、地元説明会では、現行の加入負
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担金１０万とを２万とに改めることの説明が大事である。これに対する御答弁としては、

十分注意して説明します。大河内エリアの説明会は２月末まででありますが、その後に

行う宅内切りかえ工事の着手日を３月１日から３月３１日に延長し、猶予期間を設けて

対応するというものでありました。

また、インターネットの民間参入で、将来的に民間による光ケーブルの敷設も考えら

れると。競合しても運営に支障ないか、見通しはどうなのかという問い合わせでござい

ます。これに対して、利用料やスピードでは遜色ありませんが、テレビで見ることので

きるＣＳ放送等のサービスは民間のほうが優位であります。インターネットの利用料だ

けなら民間より低価格なので、利用者個々の判断になるという御答弁でございました。

また、会計課からは、現金保管状況を中心に、主な収支、一借、預貯金の状況の説明

があり、委員からは、資金調達に影響のないよう各課に正確な収支見込み報告を徹底さ

せ、適正な事業執行を望むという意見がありました。

最後に総務課からは、危機管理システム構築など、各種事務事業の進捗状況、政策調

整会議の開催状況、これは各種町単独補助要綱の制定というものでありますが、これに

ついて説明を受けました。主な質疑、意見について報告をします。

質疑について、まず、大山小学校の跡地利活用について、地元４区から防災施設整備

の要望があるが、旧村単位の５地区の中で大山地区にだけ避難所がない状況で、バラン

スの問題もあります。総合的な判断をしてほしいというものでございまして、それに対

する御答弁としては、担当課としては、町指定避難所を設置する際にそれぞれのエリア

に一つずつ設置するという考えはなく、防災の面だけでは認めがたいが、要望の中にあ

る交流施設として、地域活性化に向けた今後の取り組みという部分では引き続き協議を

していきたいというところでございました。

また、意見、質疑として、内部統制、危機管理について必要情報の共有を各課で実施

するようだが、課単位ではなく全職員で共有化を図る必要があるのではないかと、その

意味では、情報ではなく知識の共有ではないかと考えます。共有化する具体的な方法は

ありませんかという問い合わせでございます。これに対して、次のページでございます

が、答弁として、まずは課内での打ち合わせを想定している。組織全体として、情報共

有は次のステップ。共有化の方法としてはグループウエアの活用が考えられるというも

のでございまして、また、次の質疑で、過疎地域自立促進計画の平成３０年度以降の計

画については、当初予算前の委員会で情報提供するということではなかったのかという

ことで、企業誘致の件は財政無視であり、根拠法令も不明確で、町民に対する説明責任

を果たしてほしいというものでございます。一企業に特化したもので、公平性に欠ける

のではないかというふうなところが指摘されております。最終予算の調製中であるとい

うことで、平成３０年度の過疎債の発行額は８ととの予定で、そのうちの３ととで、企

業誘致の一環として企業に貸し付ける用地と建物を整備する計画である。改めて資料を

提示し、あわせて法的な部分も点検するという内容でございました。
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そのほかに、政策調整会議を経て要綱が制定された各種町単独補助事業について質疑

がありました。

以上で委員会報告を終わります。以上であります。

○議長（安部 重助君） 御苦労さんでした。

次に、民生福祉常任委員会、お願いします。

小林和男民生福祉常任委員長。

○民生福祉常任委員会委員長（小林 和男君） 失礼します。民生福祉常任委員長の小林

です。ただいまより委員会の報告をします。

２月７日、民生福祉常任委員会を開催し、平成２９年度主要事業の執行状況について

説明を受け、調査を行いました。報告の内容については、全て委員会資料が議員各位に

配付されておりますので詳細な報告は割愛させていただき、主な質疑の内容に絞り、御

報告させていただきます。

まず、公立神崎総合病院については、平成２９年１１月末日執行状況です。外来患者

数は前年度対数 ３００人の減、入院患者数は前年度対数 ４４６人の減となっており、 

病院事業収病は１９と ２５６万 ４４５とで、前年度対数 ９４０万８５５との減病  

となっています。あわせて、訪問看護事業、介護療育事業の執行状況についての御報告

を受けました。

次に、その他の報告として、１、新公立病院改革プランの取り組み状況について、２、

公立病院ネットワーク化に係る計画の取り組み状況について、３、地方公営企業法全部

適用について、以上が病院からの説明です。

次に、主な質疑応答の報告をします。

医薬品の共同購入の計画が中止となったのはなぜかという質問です。これに対する回

答として、小規模の薬品会社が価格を理由に入札参加を辞退したためだが、薬品会社に

は特殊な商習慣がある。経緯の詳細はまだ把握していないが、今後、共同購入の窓口で

ある岡山市民病院から説明を受けるという回答です。

次の質問として、美濃市立美濃病院視察の資料の提供を、また見習う点はなかったの

かという質問です。これに対する回答として、平成３０年度中期経営計画の中で取りま

とめるが、取り組みに関してはまだ精査できていない。視察資料は配付させていただく

という回答です。

次の質問として、医療費未払い等の債権が消滅しないよう時効の中断手続はされてい

るのかという質問です。これに対する回答として、未収金の時効の中断は、全てについ

てはできていない。電話や督促状だけでは中断にはならない。契約による相手方の意思

表示が必要になる。解釈を間違っていたので、以後は訪問や裁判所への申し立てにより

支払い督促を行っていくという回答です。

次の質問として、３６０万とが滞納となっているが、回収の考え方と町内外の取り扱

いに差異はあるのかという質問です。これに対する回答として、過年度未収金を安易に
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不納欠損にしない。町内の債権については、滞納整理委員会において他の債権と公平性

の観点から整理して、有効な手続を行っていくという回答です。

次の質問として、公営企業法全部適用の考え方は経営改善の一環と思うが、意気込み

を聞かせてほしいという質問です。これに対する回答として、結論としては検討中であ

る。１０数年前には国も全部適用を積極的に進めていたが、近年の統計では一部適用と

数べて経営状況に変わりがないことがわかった。全部適用のメリットは、職員に対する

意気込みの喚起と緊張感をもたらすが、効果は数年にすぎない。人事評価制度も含めて

検討していきたいという回答です。

次の質問として、電子カルテ本格稼働による会計の支払い時間の短縮は実感している

が、カウンターが高いので特に高齢者は支払いに手間がかかる。７椅子の対応を含めて、

応急的な措置でも構わないので検討をお願いするという質問です。これに対する回答と

して、常々話には出ており、認識はしている。改修時にと考えているが、経費との整合

性と他病院の状況も見て内部で検討していきたいという回答です。

次の質問として、産婦人科の状況は、残してほしいという要望が強いという質問です。

これに対する回答として、３月末で分娩の取り扱いを廃止、８名が４月に分娩の予定だ

が、それぞれ里帰り先での出産になる。分娩は廃止になるが、産婦人科自体は継続され

る。婦人科の手術も実施できる。分娩の取り扱いを廃止する理由としては、産婦人科学

会では分娩取り扱い施設での医師を３名以上必要としており、大学の医局からの医師派

遣が困難、また県立病院でも分娩室統合の動きがあり、当院での継続は難しいという回

答です。

次の質問として、妊婦の不安解消のため、救急時の対応等何らかの支援策による子育

て環境の充実をという質問です。これに対する回答として、健康福祉課とも連携してで

きることがないか可能性を検討するという回答です。

以上が病院関係の報告です。

次に、健康福祉課についての報告に入ります。１、課運営目標、２、重要事業目標、

３、支庁舎窓口受付等の状況について、４、事業執行状況についての説明を受けており

ます。

閉会中の継続調査についての報告として、次の４点、１点目、地域包括ケアシステム

の構築の進捗状況と生活支援協議体設立の取り組み状況、２、介護保険法改正に伴う関

係事業の取り組み状況、３、障害者施設整備の検討状況、４、健康増進事業の取り組み

状況、以上についての報告を受けております。

次に、主な質疑応答の報告をします。

コンビニ交付が実施されれば支庁舎の日曜窓口は不要ではないのか、廃止するのかと

いう質問です。これに対する回答として、政策調整会議において協議中で結論は出てい

ない。コンビニ交付が実施されるが、マイナンバーカードの普及率が低いので、そのあ

たりを見定めてからということで、継続の方向であるという回答です。
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次の質問として、福祉施設介護職員の確保が必要であるが、行政としてももう一歩踏

み込んで姿勢として打ち出すべきと思うがどうかという質問です。これに対する回答と

して、介護職員不足、町内施設の状況は認識している。職員の不足は全国的な傾向であ

り、海外に目を向けて確保していく必要がある。神河町は早く高齢化を迎え、早く落ち

つく。町内に特養２カ所あるのも特徴。介護保険事業計画の中で取り組み姿勢を打ち出

したいという回答です。

次の質問として、人材の確保を積極的に、給与の上積みを独自でできないかという質

問です。これに対する回答として、処遇加算を町単独でということだが、特養は町外の

利用者の割合もあり、踏み切れないという回答です。

次の質問として、離職率の高い介護事業所には職員を募集しても集まらないのではな

いかという質問です。これに対する回答として、離職率の高い施設の話は聞いている、

町がどこまで介入できるかは手探り状態で模索しているという回答です。

次の質問として、インフルエンザ予防接種に対する助成を、高齢者に限らず幅広く実

施する考えはないか、子育て世代の声として強く出ているので検討をという質問です。

これに対する回答として、重篤化することを防ぐことが目的であり、乳幼児に対する助

成について保健師と相談します、福崎町が実施しているので検討したいという回答です。

以上が健康福祉課関係の報告です。

次に、住民生活課についてでございます。広域行政、ごみ処理、し尿処理取り組み方

針、子ども・子育て支援関連の事業の取り組み状況、防災・防犯対策等の取り組み状況、

国保保険第１期データヘルス計画及び第３期特定健診実施計画について、以上の報告を

受けております。

次に、主な質疑応答の報告をします。

２９年度に、寺前保育所に入所できずに仕事を休んで子育てされた事例があったが、

１月の時点で来年度の入所基準はどうなっているかという質問です。これに対する回答

として、現時点で寺前に待機児童が３名おられる。児童の年齢に応じて児童数に対して

配置される先生の数が決まっており、入所希望に対して不足する先生の募集等の対応が

追いつかない事情がある。既に入所案内を始めており、３０年度は寺前、神崎ともに待

機児童は解消される見込みという回答です。

次の質問として、国、県から保育所への措置費の根拠は児童の数か保育士の数か、児

童数が重点なら待機児童もなくなると思うが、経営としての人件費のバランスを考える

のではないかという質問です。これに対する回答として、措置費の根拠としては子供の

数と先生の数の両方で、先生は役職も関係する。経営効率よりも先生の確保が難しいの

が実態。ちなみに民営の保育所へは町からも補助をしているという回答です。

次の質問として、高校生の医療費助成は町長の公約であったが、予算はどのくらい見

込んでいるのかという質問です。これに対する回答として、対象は中学３年生から高校

２年生の３６３人。中学生の医療費をもとに積算し、システム変２とあわせて約 ００
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０万とを見込んでいる。国の動向や他市町と照らし合わせて、どうせやるなら早いほう

がいいという判断ですという回答です。

次の質問として、高校の医療費助成の施行日が３０年７月１日となっているが、３カ

月間の空白をなく移行するよう工夫できないかという質問です。これに対する回答とし

て、切りかえの関係で保険証発行とか準備期間が必要、他の医療制度も７月１日となっ

ている、可能であれば空白期間ができないように検討するという回答です。

次の質問として、防犯灯と街路灯の設置基準を明確にして町内の均衡を図ってほしい

という質問です。これに対する回答として、現在、紙ベースのものをデータの位置図へ

落とす作業をしている。幹７町道と県道の位置づけや用途区分を検討課題に取り組んで

いるという回答です。

次の質問として、防災行政無７の屋外拡声機の増設については議会報告会でも要望が

あった。増設はできないとのことだが、区長会で丁寧な説明をという質問です。これに

対する回答として、２月区長会で理解を得ていきたい。これまでケーブルテレビで使用

していた告知端末機器は後続機種がなく、２新にと単位の経費がかかることから、防災

無７の導入に踏み切った。屋外拡声機は今までもなかったものであり、当初から公民館

付近に双方向送受信ができるものとして集落に１基という計画であったという回答です。

次の質問として、特定空き家２０カ所の内訳は、倒壊の危険のある小屋とか近隣住民

の迷惑になっている樹木とかは含まれていないのかという質問です。これに対する回答

として、１月末を期限に区長さんに問い合わせ、４０集落のうち３７集落から回答があ

ったもので、正確には２２件、対策協議会では、まずは住居からということで住居に限

り、なおかつ危険性が高いものからということになりましたという回答です。

以上で民生福祉常任委員会の報告を終わります。

○議長（安部 重助君） 次に、産業建設常任委員会、お願いいたします。

藤原裕和産業建設常任委員長。

○産業建設常任委員会委員長（藤原 裕和君） 失礼をいたします。１番、藤原裕和でご

ざいます。それでは、産業建設常任委員会の活動報告をいたします。

去る２月６日に、３月定例議会を前にしまして、産業建設常任委員会が担当いたしま

す建設課、上下水道課、地籍課、地域振興課及び、ひと・まち・みらい課の事務調査を、

時間延長もしながら行いました。その中で重立ったものの報告をさせていただきます。

まず、建設課の関係では、この時期、昨年の豪雪による除雪の経験を踏まえまして、

今年度はなるべく早い対応を心がけているとのことであります。また、凍結防止剤の散

布については、県道も含め、町道についてはバス路７のみということで行われておりま

す。その他としましては、除雪７両の、町内４７あるんですけども、除雪７両の油圧等

の故障、それからこの７両の排土板の交換など、修繕がされている報告もなされました。

ほかの工事、町道の工事や橋梁等の工事については、３月末完成で進められてはいま

すが、作畑・新田７については、本年度、５カ年計画の初年度でもありまして用地交渉
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や物件調査など大変進みにくい部分があり、なるべく繰り越しをしない方向で取り組ん

でいきたいという報告もなされました。

その他の質疑としましては、東柏尾地内の町道際でアスファルトの段差がある指摘、

それから橋梁修繕工事での防水工事などのチェックなど、建設課内の若手職員への指導

などをお願いをいたしたところであります。また、町道山田・根宇野７の用水路のオー

バーの件と、同じく町道中村・山田７の舗装についても質疑が委員会でありました。

次に、上下水道課の関係では、水道管の布設がえについての質疑があり、水道管の総

延長は町全体で１９４キロメートルあります。その中で、下水の工事の関係のないとこ

ろの管で、４０年以上たって、なおかつ今まで本管の故障が発生をした箇所をピックア

ップをしておられます。よく壊れる部分をリストアップしたのがトータルとして１３キ

ロメートルであると説明をされております。この部分をこれから１０年間に、１０とと

が上限の補助でありまして、この上限でやっていく計画であります。

次に、下水道課の関係では、観光施設ヨーデルの部分については、平成２７年度に汚

水をそのまま出してしまい迷惑をかけたこともありまして、基本的には動物以外の部分、

地元猪篠、大山、杉、そして最終的には吉冨区の同意が得られれば大山処理場へのつな

ぎ込みができることになります。そして動物関係については、合併処理と循環型ろ過器

に分ける方法をとられることになっています。また、ヨーデルから流した水が大山処理

場に、吉冨地内にあるんですけども、そこまで行くのに３つのマンホールポンプを経由

することになり、能力など、どこにも問題のないような対処をしていきたいとの報告も

なされております。その他としましては、下水道施設の統廃合計画の進展ぐあいの質疑

等も出ました中で、若干おくれる可能性もありますが、工程どおりやりたいとのことの

報告を受けております。

次に、地籍課の関係では、山林部の境界の立ち会いが困難な方がふえている問題があ

ります。これは、国のほうでも立ち会いによらない調査方法等が検討をなされている説

明も受けました。地籍課のその他としましては、大きな問題もなく順調に進んでいると

の報告をされております。

次に、地域振興課の農林業係では、昨年１１月２５日にオープンいたしました吉冨地

内、銀の馬７道、道の駅について、多くの委員より問題点が出されました。ここでの報

告は省きますが、お客様のニーズに合った改善を早く対応していただきますようお願い

を委員会でいたしております。その他の質疑としましては、特産品づくりや６次産業化

を目指す体制づくり、また水産業の活性化についての各委員より提言がなされました。

次に、商工観光係では、各観光施設のＷｉ－Ｆｉの整備についての質疑や、こっとん

亭に新設しましたコンビニ等の状況の説明、また桜並木についての伐採等の質疑もござ

いました。

次に、ひと・まち・みらい課の関係では、シングルマザー支援の今後の進め方の質疑

や、このシングルマザーの就労のためのサテライトオフィスについて、諸問題など、委
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員よりトラブルのないよう申し入れがありました。課長からは、民間の建物を借り上げ

る賃貸契約の条件など、今後、十分意見交換をする中で努めてまいるとのことでありま

した。また、この場所を、ここを候補地として選ばれたことの質疑もあります。その中

で、場所的な地の利的な部分や、隣地が、隣の土地がドローンの訓練にも使えるとのこ

とで、協会の事業主さんがここを適地と決められているようであります。この報告も受

けました。

次に、前回報告をいたしておらなかったんですけれども、福本地内、福山の農地の部

分で、実は、まるしいたけの企業誘致について少し報告をさせていただきます。

この企業誘致については、福本の福山の一番奥の農地を利用して宅地造成をされるこ

とになります。農業用施設のための宅地造成をすることになり、用途区分としましては

農振農用地の網をか７った農業用施設の誘致で、このことが県が許可しやすいとのこと

の報告もされております。また、委員からは、この土地も建物も町が用意して何のメリ

ットがあるのか、また、この財源についても過疎債を使わず何かほかの財源が考えられ

なかったのかどうかの質疑がございました。また、障害者雇用を含む就労の場という部

分も含めて、多くの提言を委員のほうからいただきました。このことについて前田副町

長からは、まるしいたけも全ては住民のために取り組んでおり、障害者雇用の案につい

ては、どうやって実現できるか前向きに考えさせていただくとの答弁がありました。

その他としましては、このまるしいたけの生産が終わった廃菌床というものがあるん

です、シイタケがとり終わった後の部分なんですけども、この部分に鶏ふんを足して堆

肥化する質疑応答もありました。この堆肥をアグリの関係が購入し、循環型農業をやっ

ていこうと考えておられます。この価格についても、少しでも安く提供できるよう努力

したいとの発言もありました。

最後に、粟賀小学校跡地の利用のＰＦＩ事業については、行政主導ではなく業者から

の提案で動いているもので、今回委員会に示されたものはベースとなるものでも何でも

ないものであると副町長より説明をされております。委員からは、一体いつまで模索さ

れるのか、転換する可能性はあるのかとの問いが出まして、ひと・まち・みらい課長か

らは、平成３０年度で方策を決断させていただきたいと報告をされております。また、

この粟賀小学校跡地利用計画はワークショップの委員会で進められてはいますが、でき

るだけ幅広い意見をいただきながら進めていくとのことであります。重ねて、今回出さ

れましたこのＰＦＩ事業の計画の図面、図ですけれども、これがひとり歩きしないよう

議員各位の御配慮をいただきたいとお願いをいたします。

以上、報告とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 次に、公立神崎総合病院北館改築事業調査特別委員会、お願い

いたします。

藤森正晴公立神崎総合病院北館改築事業調査特別委員長。

○公立神崎総合病院北館改築事業調査特別委員会委員長（藤森 正晴君） ６番、藤森で
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す。公立神崎総合病院北館改築事業調査特別委員会の報告をいたします。

委員会は去る２月１３日に行いました。朝から北館改築の現地に視察に行っておりま

す。現場には入れないため、ケアステーション２階の部屋から、松村組関係者立会人の

もとの視察となりました。現状では、解体工事が終わった後の整地がなされている状態

であります。

その中で議員からは、解体工事に当たり近隣の方から騒音の高いときがあったと聞く

が、現状はどうであったのかという質問がありました。これに対して松村組からは、騒

音については北館側の町道沿いに音量レベル表示計を設置している。記録もとっており

毎回チェックをしているが、基準値を超える数値を確認はしてないとのことであります。

今後も安全に安心してもらえるように努めていくとの答弁でありました。また、委員会

からは、騒音記録データの提出を求めております。

次に、役場に帰ってきまして委員会を行っております。その報告をいたします。

まず、経過報告であります。現状において、変２や追加工事の概算費用は９９３万と

の減額となっております。大きな追加工事の南館エレベーター２基のリニューアル工事

と透析用排水処理施設の工事は、３１年度工事となるので含まれておりません。

次に、アスベストであります。アスベストの除去処分費用については、解体工事特記

仕様書において撤去範囲や工法、工期を詳細に確定するのに困難と考えることから、調

査で判明すれば別途工事とする、また処分工期も別途協議とするとされております。よ

って、第１期工事に係るアスベスト除去費用は３８０万とであり、追加工事費としての

対応となります。

次に、その工事についての概算費用の内容であります。

まず変２工事の分であります。透析患者数の増により病床数を１９床から２３床に増

設する。これについて５０万と。次に、手術室４室の予定でしたが、１室を倉庫に変２

し３室として、それについて ５００万との減額であります。

次に、追加工事の分であります。仮設倉庫の保管スペースの確保をするために２０万

と、中館と南館の間仕切りの撤去と移設に８４万と。次に、中館に防犯電気錠の設置を

するのに１０万と。次に、特殊浴槽等の廃棄処分費に１００万と。次に、工事の弱電設

備の増強、これに１６３万と。次に、仮設シャワー室の配管接続工事に２５万と。次に、

ケアステーション仮設入り口の周辺現場合わせの工事に３５万と。次に、健康増進セン

ターの前に寄贈していただいた石のモニュメントを支庁舎に移転いたします。これに２

０万とであります。

その中で、主な質疑であります。まず最初に、騒音測定方法をどのようにしているの

かという質問がありました。これについて、法的には敷地内の境界７での防音シートの

内側の測定で、作業時間内全ての時間５秒ごとにはかっている。基準値は８５デシベル

を超えてはいけないということであります。

次の質問であります。その基準値を超えたときはどう対応するのかの質問であります。
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これについて業者は、まず超えることはないと言っております。万が一超えたなら、工

法を変え、検討するとのことであります。

次の質問であります。現地視察に設計業者の姿がなかったが、どのように協議し進め

ているのかの質問であります。基本的には週１回、松村組、設計業者、病院とで打ち合

わせや協議を行い、進めているとのことであります。次回の現地視察のときには設計業

者も呼んで対応したいとの答弁であります。

最後に、設計業者であります株式会社松村組の会社体制であります。平成２９年１２

月４日をもってパナソニック株式会社の連結子会社となりました。この件については、

北館改築工事には全く影響はありませんとの報告を受けております。

以上であります。報告を終わります。

○議長（安部 重助君） 委員長、松村組さんは工事業者でございます。設計業者じゃな

いんで。

○公立神崎総合病院北館改築事業調査特別委員会委員長（藤森 正晴君） すんません。

訂正いたします。松村組さんは工事業者でありまして、設計業者と言ったそうでござい

ます。訂正しておわびをいたします。

○議長（安部 重助君） 次に、峰山高原スキー場整備事業調査特別委員会、お願いいた

します。

三谷克巳峰山高原スキー場整備事業調査特別委員長。

○峰山高原スキー場整備事業調査特別委員会委員長（三谷 克巳君） 委員長の三谷でご

ざいます。それでは、閉会中におけます峰山高原スキー場整備事業調査特別委員会の調

査活動内容について報告をいたします。

委員会は、２月１日に現地調査、２月１３日に事業の進捗、また運営状況等の事務調

査を行っております。

２月１日の現地調査では、ゲレンデ、ポンプ室、調整池、センターハウス等を視察し

た後、株式会社マックアースのマネジャーから利用状況についての説明を受けたところ

でございます。説明の中では、想定以上の入り込み者数で駐７場が不足し、交通渋滞を

起こした。また、用具のレンタルや食堂等で長い待ち時間が発生し、利用者に迷惑をか

けたとのことです。駐７場の拡幅、またセンターハウスの拡幅を希望されていました。

次に、２月１３日の事務調査におけますところのスキー場整備事業の進捗状況ですが、

Ａコース、Ｂコースの造成工事で新たな湧水が出てきたので、これの対策工事を２８４

万とで実施しております。これにより総事業費は１０と ２５４万ととなり、一般財源

相当額は２と ８３４万ととなっております。また、２９年度の財源としての過疎債は

２と ４７０万とを予定しているとのことでございます。ことしは想定以上の入り込み

者数があり、駐７場が不足して交通渋滞を起こす現象が発生したので、今後研究して対

応していきたいとのことでございます。

次に、案内看板の整備ですが、貝野橋東詰交差点の電光掲示板型の看板は１月３１日

－２６－



から利用開始をしております。また、電光掲示型の看板、また電柱に巻きつける看板、

施設案内看板等の設置費は全体で約 ８００万とでございまして、その財源としての企

業業ふるさと納税は ４００万との寄業を受けています。

次に、宣伝広報の関係ですが、テレビやラジオでのコマーシャル放送、ホームページ

の制作、インターネット広告、チラシの配布などで広報宣伝を、地方創生拠点整備事業

の交付金を受けて ８００万とのりで実施をしています。

次に、スキー場の利用状況ですが、これ２月１２日現在になりますが、利用者数が４

万 ２９３人、万送バスの延べ利用者は ６２９人となっています。 

次に、スキー場の雇用状況ですが、従業員が４０名、うち正規社員は８名で、残念な

がら町内の方はおられません。派遣も含む臨時社員は３２名で、町内の方が１７名とな

っております。

次に、次上額でございますが、リフト次り上げが １３５万と、次食の次り上げが 

３０６万と、スクール次り上げが３４５万と、用具レンタルの次り上げが ８６２万と、

駐７場やカーミンパーク、次駐等での次り上げが ７３７万とで、合計額で１と ３８ 

５万とで、当初目標に対する達成率としましては７⒈８８％となっています。

委員会におきましては、計画どおり従業員の雇用ができてないこと、また想定以上の

入り込み者数で駐７場が不足し交通渋滞を起こしたことや、それから用具のレンタル、

食堂で長い待ち時間が発生して利用者に迷惑をかけたことなどの運営面についての質疑

も多く出たところでございます。これらの質疑応答の内容につきましては、お手元の配

付しております報告書にまとめておりますので、後ほど御一読ください。

以上で委員長報告のほうを終わります。ありがとうございました。

○議長（安部 重助君） それでは、ここで私のほうから、１２月定例会以降、閉会中の

重立った事項について報告いたします。

１２月２７日、県道加美宍粟７改良促進議会連絡協議会の要望会が姫路土木事務所と

龍野土木事務所宍粟事業所で開催され、藤原裕和産業建設常任委員長ほか委員、廣納良

幸副議長と私が出席しました。上野、春名両県議会議員にも御臨席をいただき、県によ

る積極的な事業推進を要望いたしました。

１月７日、神河町成人式が開催され、私が出席しております。神河中学校の２期生１

４５名が成人を迎え、１２４名が出席し、社会人としての自覚を新たにされました。議

会を代表して神河町のあすを担う新成人の門出を祝い、励ましました。

同じく７日に姫路市消防出初め式が挙行され、小林和男民生福祉常任委員長に出席し

ていただいております。

１月９日、神河町商工会主催の新年交歓会が開催され、私と各議員が出席しておりま

す。

１月１６日、赤穂市議会から、道の駅「銀の馬７道・神河」の整備状況について行政

視察に来町されています。議会からは私が、行政からは地域振興課長と担当職員に対応
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していただきました。

１月１８日、県町議会議長会議会運営委員研修会が神戸で開催され、山下皓司議会運

営委員長ほか委員と私が出席しております。議会運営委員会の権限と役割について、全

国町村会議長会議事調査部参与、横田優氏から講演を受けております。

１月２１日、日本遺産認定記念シンポジウムが姫路花の北市民広場で開催され、廣納

良幸副議長と各議員に出席していただいております。

１月２２日、西播磨市町議長会第２回総会が姫路で開催され、私が出席しております。

平成２９年度事業実施状況の報告を受けた後、姫路市の障害者支援センターと北部学校

給食センターの現地視察を行っております。

１月２９日、県町議会議長会正副会長会議が神戸で開催され、私が出席しております。

同じく２９日に、公立神崎総合病院運営委員会が開催され、小林和男民生福祉常任委

員長と私が出席しております。

１月３１日、中播衛生施設見学会が開催され、小林和男民生福祉常任委員長と私が出

席しております。

２月５日、県町議会議員公務災害補償組合議会定例会が神戸で開催され、私が出席し

ております。平成２９年度一般会計補正予算、平成３０年度事業計画及び一般会計予算

について審議し、可決しております。引き続き県町議会議長会評議員会が開催され、平

成２９年度補正予算、平成３０年度事業計画及び予算について審議し、承認しておりま

す。

２月１１日、神河町人権啓発講演会が開催され、私と各議員が出席しております。義

手の看護師、スイマーでパラリンピック選手の伊藤真波さんから、経験を通じて培われ

た諦めない心をテーマにした講演をお聞きし、研修を深めました。

２月１４日、中播衛生施設事務組合議会定例会第１日目が開催され、小林和男民生福

祉常任委員長と私が出席しております。付議事件については、平成２９年度事務組合一

般会計補正予算を可決し、平成３０年度事務組合一般会計予算について提案説明を受け

ました。

同じく１４日に中播農業共済事務組合議会定例会第１日目が開催され、藤原裕和産業

建設常任委員長と私が出席しております。平成３０年度農業共済事業会計予算等につい

て提案説明を受けました。

２月１５日、町消防審議会が開催され、小林和男民生福祉常任委員長と私が出席して

おります。

２月１６日、県町監査委員協議会定期総会が神戸で開催され、清瀬茂生代表監査委員

と藤原日順監査委員が出席されています。

同じく１６日に、播磨広域連携協議会、西播磨市町長会主催の講演会が姫路で開催さ

れ、私と各議員が出席しております。「地方自治の最近の現状・課題とマイナンバーの

今後」と題して、総務省官房総括審議官、宮地毅氏から講演を受けております。
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２月２１日、第３回介護保険事業計画策定委員会が開催され、小林和男民生福祉常任

委員長に出席していただいております。

同じく２１日に保健対策推進協議会が開催され、小林和男民生福祉常任委員長に出席

していただいております。

２月２２日、町国民健康保険運営協議会が開催され、小林和男民生福祉常任委員長に

出席していただいております。

２月２３日、公立神崎総合病院院内研究発表会が開催され、私と各議員が出席してお

ります。

２月２７日、平成２９年度地域おこし協力隊活動報告会が開催され、各議員に出席し

ていただいております。

２月２８日、兵庫県立神崎高等学校の第４１回卒業証書授与式が開催され、私が出席

しております。

同じく２８日に兵庫県立生野高等学校の第７０回卒業証書授与式が開催され、廣納良

幸副議長に出席していただいております。

同じく２８日に中播北部行政事務組合議会定例会第１日目が開催され、小林和男民生

福祉常任委員長、廣納良幸副議長と私が出席しております。付議事件については、平成

２９年度事務組合一般会計補正予算を可決し、平成３０年度事務組合一般会計予算につ

いて提案説明を受けました。なお、各事務組合議会の議案等につきましては、議員控室

において閲覧できるようにしておりますのでごらんください。

閉会中に陳情１件を受理しております。対応については、議会運営委員長から報告が

あったとおりであります。

会議規則第１２９条に規定する議員の派遣の件は、お手元に配付のとおり議員派遣を

しております。御了承をお願いします。

また、定例会ごとに発行しております議会だよりにつきましては、１月１２日に第５

３号を発行し、１月２５日に各区長様に配布しております。

以上で閉会中の重立った事項について報告を終わります。

ここで暫時休憩をいたします。再開を１０時４５分といたします。

午前１０時２５分休憩

午前１０時４５分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

これより議案の審議に入ります。

・ ・

日程第４ 報告第１号

○議長（安部 重助君） 日程第４、報告第１号、専決処分の報告の件（交通事故に係る

損害賠償の額の決定及びその和解）を議題とします。
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上程報告に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 報告第１号の報告理由並びに内容について御説明申し上げます。

本報告は、専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びその和解）

でございます。

町長の専決処分事項の指定についての規定に基づき、昨年１０月１６日に発生した公

用７事故の対物事故分について、１２月８日に示談が成立しましたので同日付で専決処

分させていただいたものです。

以上が報告理由並びに内容でございます。

詳細につきましては病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院、藤原総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 広行君） 病院総務課、藤原でございます。それでは、

報告第１号につきまして詳細説明を申し上げますので、専決処分書をごらんいただきた

いと思います。

この事故につきましては、昨年１０月１６日月曜日でございます。正午ごろ、神河町

粟賀町３６９番地の４前の県道８号加美宍粟７におきまして発生した７両同士の事故で

ございます。当院リハビリ科職員が訪問看護ステーションの公用７を西から東へ県道上

を走行していたところ、町内在住の方が運転される軽乗用７が町道から県道に進入し、

出会い頭に衝突したものでございます。この事故は物損事故でございまして、人身事故

ではございません。

協議により、当方１０％、相手方９０％で昨年１２月８日に示談が成立しましたので、

相手７両の損害額６８万 ９２４との１０％、６万 ６９２との賠償金を１２月２５日 

に支払いさせていただきました。

なお、公用７につきましては、相手方からの賠償金と当方が加入する７両保険により

修繕いたしました。この事故による賠償金や公用７の修繕については、全て保険の範囲

で対応できたため、一般財源等の持ち出しはございません。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 報告が終わりました。

本報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございますので、質疑を終結します。

報告第１号については以上のとおりでございます。よろしく御了承のほどお願いいた

します。

・ ・
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日程第５ 報告第２号

○議長（安部 重助君） 日程第５、報告第２号、専決処分の報告の件（支払督促の訴訟

への移行による訴えの提起について）を議題とします。

上程報告に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 報告第２号の報告理由並びに内容について御説明申し上げます。

本報告は、専決処分の報告の件（支払督促の訴訟への移行による訴えの提起につい

て）でございます。

公立神崎総合病院診療費について、未収金の回収対策として、姫路簡易裁判所におい

て支払い督促の手続により実施しました。その後、相手方から異議の申し立てがあり、

通常の民事訴訟への移行となりました。この場合、民事訴訟法第３９５条の規定により

通常訴訟へ移行したため議会の議決が必要となりますが、支払い督促制度を機動的かつ

実効的に利用するため、一定額以下の訴訟提起について、地方自治法第１８０条第１項

の規定により町長の専決処分をさせていただいたもので、本件については平成２９年１

２月１９日に和解しております。

以上が報告理由並びに内容でございます。

詳細につきまして病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

します。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院、藤原総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 広行君） 病院総務課、藤原でございます。それでは、

報告第２号につきまして詳細説明を申し上げますので、専決処分書をごらんください。

本報告は、神河町の私債権で公立神崎総合病院未払い診療費請求事件として、姫路簡

易裁判所において民事訴訟法による通常訴訟の結果、相手方との訴訟結果について報告

するものでございます。

本請求事件の相手方は福崎町在住の男性で、父親の入院診療費が滞り、再三の催告に

も応じなかったため、私債権等滞納者に係る支払い督促申し立て取り扱い要綱により、

平成２９年１０月１８日に支払い督促による申し立てを行いました。その後、１０月２

８日付で相手方から異議申し立てがあり、平成２９年１２月１９日に訴訟判決となりま

した。神河町としましては未払い分の一括支払いを申し立てましたが、相手方から分納

の申し出があり、最終的に相手方の家庭環境の事情も考慮し、分納による和解となりま

した。分納額は、平成３０年１月から月額 ０００とでございます。

なお、本来は、支払い督促から民事訴訟法の通常訴訟へ移行した段階で議会の議決が

必要となりますが、支払い督促制度を機動的かつ実効的に利用するため、地方自治法第

１８０条第１項、議会の委任による町長の専決処分事項第３号、私債権等の滞納に起因

する金銭の支払い請求を目的とする訴えの提起、和解及び調停でその金額が６０万と以
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下のものに関することの規定に基づき、報告するものでございます。

以上が詳細説明でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 報告が終わりました。

本報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

報告第２号については以上のとおりでございます。よろしく御了承のほどお願いいた

します。

・ ・

日程第６ 報告第３号

○議長（安部 重助君） 日程第６、報告第３号、専決処分の報告の件（支払督促の訴訟

への移行による訴えの提起について）を議題とします。

上程報告に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 報告第３号の報告理由並びに内容について御説明申し上げます。

本報告は、専決処分の報告の件（支払督促の訴訟への移行による訴えの提起につい

て）でございます。

公立神崎総合病院診療費について、未収金の回収対策として、姫路簡易裁判所におい

て支払い督促の手続により実施しました。その後、相手方から異議の申し立てがあり、

通常の民事訴訟への移行となりました。この場合、民事訴訟法第３９５条の規定により

通常訴訟へ移行したため議会の議決が必要となりますが、支払い督促制度を機動的かつ

実効的に利用するため、一定額以下の訴訟提起について、地方自治法第１８０条第１項

の規定により町長の専決処分をさせていただいたもので、本件については平成３０年１

月２４日に和解しております。

以上が報告理由並びに内容でございます。

詳細につきまして病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

します。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院、藤原総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 広行君） 病院総務課、藤原でございます。それでは、

報告第３号につきまして詳細説明を申し上げますので、専決処分書をごらんください。

本報告は、神河町の私債権で公立神崎総合病院未払い診療費請求事件として、姫路簡

易裁判所において民事訴訟法による通常訴訟の結果、相手方との訴訟結果について報告

するものでございます。

本請求事件の相手方は市川町在住の女性で、入院診療費が滞り、再三の催告にも応じ

なかったため、私債権等滞納者に係る支払い督促申し立て取り扱い要綱により、平成２
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９年１０月１８日に支払い督促による申し立てを行いました。その後、１１月１３日付

で相手方から異議申し立てがあり、平成３０年１月２４日に訴訟判決となりました。神

河町としましては未払い分の一括支払いを申し立てましたが、相手方から分納の申し出

があり、最終的に相手方の仕事や健康状態等の事情も考慮し、分納による和解となりま

した。分納額は、平成３０年３月から月額１万とでございます。

なお、本来は、支払い督促から民事訴訟法の通常訴訟へ移行した段階で議会の議決が

必要となりますが、支払い督促制度を機動的かつ実効的に利用するため、地方自治法第

１８０条第１項、議会の委任による町長の専決処分事項第３号、私債権等の滞納に起因

する金銭の支払い請求を目的とする訴えの提起、和解及び調停でその金額が６０万と以

下のものに関することの規定に基づき、報告するものでございます。

以上が詳細説明でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 報告が終わりました。

本報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原でございます。このたび病院の新たな未納に

対する取り組みということでの努力に対しまして、お礼を申し上げたいと思います。和

解ということで、分納で和解されたということですけども、期間も長くなる分もありま

すので、約束が履行、守られますように、またさらなる努力のほうをよろしくお願いを

いたします。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 病院、藤原総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 広行君） 病院総務課、藤原でございます。資広議員

おっしゃられるとおり、この分納について、決まったからというわけではございません。

必ずその決まった日に納入いただけるよう確認をしながら、滞るようであれば、また自

宅にお伺いさせていただきまして、納めていただくように対応したいと思います。よろ

しくお願いします。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、ないようでございます。質疑を終結します。

報告第３号については以上のとおりでございます。よろしく御了承のほどお願いいた

します。

・ ・

日程第７ 第１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第７、第１号議案、神河町農業委員会委員の任命に係る認

定農業者等の過半数要件例外適用の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。
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○町長（山名 宗悟君） 第１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、神河町農業委員会委員の任命に係る認定農業者等の過半数要件例外適用の

件でございます。

農業委員会等に関する法律の一部が改正され、平成２８年４月１日から施行されたこ

とにより、農業委員の任命に当たっては、原則として認定農業者等が農業委員の過半数

を占めなければならないことが定められました。しかし実際には、自治体により原則ど

おりの委員構成とすることに困難が生じる場合もあり、その場合、実態に即し法におい

て例外が認められています。

このたび公募により１４人の推薦がありましたが、認定農業者等に該当するのは２人

のため、過半数を認定農業者で占めることができていません。また、例外として農業委

員会等に関する法律施行規則第２条第１号にある認定農業者等またはこれらに準ずる者

は４人のため、合わせて６人となりますが、認定農業者等またはこれらに準ずる者で過

半数を占める規定も満たさないため、同法施行規則第２条第２号により農業委員の４分

の１以上を認定農業者等またはこれらに準ずる者としたいので、法第８条第５項ただし

書き及び法施行規則第２条第２号の規定により、議会の同意を求めるものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては地域振興課農林業特命参事から御説明いたしますので、よろしく

御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課、多田農林業特命参事。

○地域振興課参事兼農林業特命参事（多田 守君） 地域振興課、多田でございます。

第１号議案の詳細について御説明申し上げます。

農業委員の任命に当たっては、原則として、認定農業者である個人または法人の業務

を執行する役員等が農業委員の過半数を占めなければならないと定められております。

しかし、このたび任命の同意を受けようとする１４人のうち認定農業者等に該当される

のは２人でございます。

そこで例外として、区域内の認定農業者が少ない場合は、議会の同意を得て、同法施

行規則第２条第１号の認定農業者等は認定農業者等に準ずる者で過半数を占めることと

規定されており、その中には、認定農業者であった者、認定農業者の親族、特定農業団

体の役員または人・農地プランの中心経営体として位置づけられている者などで占める

ことに要件が広がります。

しかし、このたび認定農業者等に準ずる者に該当されるのは４人のため、認定農業者

等の２人と合わせて６人でございますので、認定農業者等または認定農業者等に準ずる

者が農業委員の過半数を占める規定も満たしておりません。よって、同条第２号により、

農業委員の少なくとも４分の１を認定農業者等またはこれらに準ずる者で占めることと

しますと候補者１４人のうち６人が該当となり、この規則を満たすものと考えますので、
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議会の同意を求めるものでございます。

以上が詳細の説明でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第８ 第２号議案から第１５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第８、第２号議案から第１５号議案までの神河町農業委員

会委員の任命の件、１４議案を一括議題といたします。

上程１４議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２号から第１５号議案の提案理由並びに内容について御説明

申し上げます。

本議案は、神河町農業委員会委員の任命の件でございます。

農業委員会等に関する法律が改正されたことに伴い、従来、選挙等により選出してい

た農業委員会委員について、改正後の同法第８条第１項の規定により、議会の同意を得

て委員を任命しようとするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

なお、詳細につきましては地域振興課農林業特命参事から御説明いたしますので、よ

ろしく御審議をお願いします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課、多田農林業特命参事。

○地域振興課参事兼農林業特命参事（多田 守君） 地域振興課、多田でございます。

第２号から第１５号議案の詳細について御説明申し上げます。

なお、第２号から第１５号議案までの１４件につきましては全て神河町農業委員会委

員の任命の件の議案となっておりますので、提案理由の説明を一括して申し上げます。

改正農業委員会等に関する法律が平成２８年４月１日から施行されたことに伴い、農

業委員の選任については、これまでの公選制から市町村長が議会の同意を得て任命する

ことに改正されております。定数につきましては、平成２９年９月議会において、神河

町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例により、農業委員は１４人

と定められております。現農業委員会委員の任期が本年３月３１日をもって満了するた

め、改正法の規定により推薦、公募を行い、推薦のあった１４人を新たに農業委員会委

員に任命する必要があります。

農業委員の任命に当たっては、認定農業者等または認定農業者等に準ずる者で農業委

員の少なくとも４分の１を占めること、さらに、農業委員会は公平、公正な判断が求め

られる組織であることから、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない

者が含まれるようにしなければならないと規定されております。今回、去る平成２９年
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１２月２２日から平成３０年１月２２日まで募集を行い、地区推薦により１４人が推薦

されております。

それでは、第２号議案、神河町農業委員会委員の任命の件から順に説明申し上げます。

住所、氏名、生年月日、推薦書による推薦理由を説明いたします。

第２号議案、神河町大畑４１２番地の３、稲川豊一様、昭和２６年１１月２６日生ま

れ。区の営農組合長を初め、会計、農事係を務められ、長年にわたり区内地域の営農活

動のリーダーとして貢献されています。

第３号議案、神河町越知３７６番地の１、竹國敏郎様、昭和２８年５月２日生まれ。

地域の状況を知っておられ、農地の利用の最適化に熱意と識見を有されています。農業

委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者に該当されます。中立的立場で

ございます。

第４号議案、神河町中村１３２番地の３、大成正悟様、昭和３２年２月８日生まれ。

地域内の状況を熟知されており、農地の利用についてもみずから株式会社中村営農の代

表として熱意と識見を持って活動を行われています。株式会社中村営農の代表取締役を

されており、認定農業者等に該当されます。

第５号議案、神河町福本８６９番地の２、多田和男様、昭和１９年１月１４日生まれ。

地域の状況を知っておられ、農地の利用の最適化に熱意と識見を有されています。認定

農業者等に準ずる者に該当されます。

第６号議案、神河町寺野２１１番地、廣納正様、昭和２２年２月１１日生まれ。元認

定農業者であり、現の農業委員で地域内の状況をよく知っておられ、農業に熱意と識見

を有されています。認定農業者等に準ずる者に該当されます。

第７号議案、神河町柏尾４２２番地、太田和仁様、昭和２３年２月２７日生まれ。営

農組合の法人化を推進し、また、みずからも実践し、地域農業に貢献されています。

第８号議案、神河町吉冨２３３番地、松岡榮様、昭和２２年５月１１日生まれ。地域

農業に貢献したいとの思いを持たれています。農事組合法人吉冨営農の理事をされてお

り、認定農業者等に該当されます。

第９号議案、神河町猪篠２２０５番地、森本俊幸様、昭和２４年３月１０日生まれ。

現農業委員であり、知識もあり、さらに勉強し、また地域にも貢献したいとの思いを持

たれています。

第１０号議案、神河町新野７３７番地、浦上真人様、昭和２５年８月２３日生まれ。

地域農業に貢献したいとの思いを持たれています。

第１１号議案、神河町大河７０８番地、山下一男様、昭和３０年１０月１８日生まれ。

農業への関心が高く、みずからも実践し地域に貢献したいと考えられています。認定農

業者に準ずる者に該当されます。

第１２号議案、神河町南小田７５３番地の２、山内敦子様、昭和２７年３月８日生ま

れ。農業への関心が高く、地域内の状況をよく知っておられ、みずからも実践し地域に
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貢献したいとの思いを持たれています。認定農業者に準ずる者に該当されます。

第１３号議案、神河町上小田１１１番地、第本 明様、昭和３０年７月２８日生まれ。

農業委員を４期経験されていて地域の状況もよく御存じでございます。

第１４号議案、神河町川上５７９番地の３、草壁喜好様、昭和２８年６月８日生まれ。

現の農業委員であり、地域内の状況を知っておられ、農業への関心も高く、みずからも

実践し地域に貢献されています。

第１５号議案、神河町長谷４４２番地の１、佐古正雄様、昭和３１年７月１７日生ま

れ。現在、地区の農会長であり、農地の状況にも精通し、農業に誠実に取り組まれてお

ります。

以上、認定農業者等がお二人、認定農業者等に準ずる者が４人、利害関係を有しない

者１人、その他農業に識見を有する者７人の１４人でございます。別紙に委員候補者の

推薦・応募状況を添付しておりますので、御参照いただければと思います。

以上が詳細の説明でございます。よろしく御審議をお願いします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第９ 第１６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第９、第１６号議案、神河町印鑑条例及び神河町手数料条

例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町印鑑条例及び神河町手数料条例の一部を改正する条例制定の件でご

ざいます。

本年４月を予定しておりますマイナンバーカードを利用したコンビニエンスストアに

おける印鑑登録証明書及び住民票等の交付サービスに伴い、印鑑証明の申請手続につい

ての取り扱いを定めるとともに、住民票証明発行手数料について本庁等の窓口発行手数

料との整合性を図るため、改正を行うものでございます。

本議案につきましては、昨年１２月議会定例会におきまして提案を撤回いたしました。

撤回理由でありました引用条項の修正等見直しを行い、再提案するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては住民生活課長から御説明申し上げますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

木住民生活課長。
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○○民生○課長（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。それでは、第１６号

議案の詳細説明をいたします。

予定といたしましては、本年４月から、マイナンバーを利用してコンビニエンススト

アで住民票、印鑑登録証明書等を取得することができるサービスを開始いたします。取

得できる証明書といたしましては、住民票、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、

所得課税証明書、戸籍謄抄本、戸籍付票となります。多機能端末機、別名キオスク端末

があるコンビニであれば全国どこでも利用することができ、年末年始、１２月２９日か

ら１月３日を除いて、曜日に関係なく、戸籍以外は午前６時３０分から午後１１時まで、

戸籍につきましては役場の開庁時間と同じ平日の午前８時３０分から午後５時１５分ま

で利用することができます。これらのサービスを始めるに当たり、神河町印鑑条例及び

神河町手数料条例の一部改正が必要となります。

まず、神河町印鑑条例につきましては、第１５条、多機能端末機による印鑑登録証明

の申請を追加いたしました。第１項につきましては、コンビニの多機能端末機でマイナ

ンバーカードを使用して暗証番号を入力することにより、印鑑登録の証明を申請するこ

とができる。第２項では、多機能端末機に入力する暗証番号はマイナンバーカードの暗

証番号とするというものです。第７条の３項、４項につきましては、重複する条項がご

ざいましたので削除をするものでございます。

また、役場窓口での印鑑登録証明書の発行につきましては、これまでどおり印鑑登録

証、印鑑証明のカードの提出が必要です。マイナンバーカードでの発行はできません。

次に、神河町手数料条例に参ります。第５条、免除につきましては、第２項、貧困そ

の他の特別な理由があるときは手数料の免除ができるとありますが、追加をする第３項

では、コンビニ交付では第２項の対象者であるかどうかの認定をコンビニ職員ではでき

ませんので、第２項の適用はしないものとするものです。

次に、別表の住民票の写しの交付につきましては、コンビニ交付の場合、システム上、

５人までと５人を超える場合との料金を変えられないため、一律５人までの２００とと

し、それに合わせて庁舎での交付につきましても同様の扱いといたしました。

コンビニ交付は、役場へ行かなくても、多くの人がいろんなことで利用する全国のコ

ンビニで、曜日を問わず、また役場の開庁時間以外でも役場で取得するのと同じ料金で

諸証明を取得することができるようになります。今後は、コンビニ交付だけでなく図書

館の町外での利用であるとか各種申請において必要な諸証明の省略ができるなど、マイ

ナンバーカードのメリットについて町民の皆様に御理解いただき、マイナンバーカード

の普及に努めてまいりたいと思います。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・
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日程第１０ 第１７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１０、第１７号議案、神河町特別職の職員で常勤のもの

の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例制定の件でございます。

去る１月２９日に開かれました特別職報酬等審議会の答申に基づき改正を行うもので、

本答申の要点としましては、町三役、町議会議員ともに給料月額について今年度は改定

を行わず、期末手当については、県下の１２町の期末手当の支給状況も踏まえ、人事院

勧告による一般職の改定に準じ１カ月引き上げ、年間⒋３５月とするものでございま

す。

以上が提案理由並びに内容でございます。

なお、詳細につきましては総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。それでは、第１７号議案につ

きまして詳細を説明させていただきます。

まず、改正箇所について、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。まず、在職

期間６カ月の欄で、基準日が６月１日の支給率をごらんいただきますと、改正前は１０

０分の２０⒎５が改正後は１００分の２１⒉５となりまして、０５月の引き上げとな

ります。また同様に、１２月１日の支給率は改正前が１００分の２１⒎５、改正後は１

００分の２２⒉５となりまして、０５月の引き上げとなります。したがいまして、年

間の引き上げ率は１００分の４２５が１００分の４３５となりまして、１月の引き上

げとなります。

なお、在任期間の５カ月以上６カ月未満は６カ月の８０％、３カ月以上５カ月未満は

６０％、３カ月未満は３０％に相当する支給率となります。

次に、１月２９日に開催をされました特別職等報酬審議会における審議経過、答申内

容、決定の観点及び理由等につきまして、去る２月２６日に町長宛て提出をされました

答申内容に基づき御報告をさせていただきます。

まず、特別職報酬等の額の改定につきましては、神河町特別職報酬等審議会条例に基

づき、町の各階層または識見を有する者の中から町長が任命を行いました１０名の委員、

その内訳としましては、商工会代表、勤労者代表、女性代表、住民代表、公共公病団体
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代表、金融機関代表、そして有識見者での合計１０名の委員により、１月２９日、公平

かつ中立な立場に立って慎重に審議、検討され、全員の一致をもって提案の内容のとお

り結論が得られましたことを、まず初めに報告をさせていただきます。

あわせて、委員の半数は神河町行財政改革推進委員もお務めいただいている方々であ

りましたことを申し添えさせていただきます。

なお、町長から諮問を行いました内容は、１、町長、副町長及び教育長等の給料につ

いて、２、町議会議員の報酬について、３、非常勤特別職の報酬についてであります。

まず、このたびの審議会は、神河町の財政状況、実質公債費数率については、合併以

降、公債費負担適正化計画を着実に進め、起債制限数率の削減を進めてきた結果、最大

２⒉８％から１⒌７％まで削減を進めてきたという成果がある一方、財政の硬直化の指

数といわれる経常収支数率は高い数値で推移をしています。関西電力の大河内水力発電

所の償却資産税が毎年減ってくる状況とあわせて、交付税の一本化算定の影響で今後さ

らに悪化する見込みであることから、今後の経常的支出をいかに抑えるかが課題である

と受けとめられました。

一方で、財政調整基金については平成２８年度末において１⒏９ととまで積み上げて

きており、合併造成基金についても１８ととを積み立てていることを考慮すれば、財

政健全化の取り組みもしっかり行われていると評価もされました。

その中で、平成２９年度の人事院勧告に基づく一般職の給与改定に伴う特別職の報酬

月額の改定の是非及び勤勉手当の１月の引き上げに伴う特別職の期末手当の引き上げ

の是非についての審議、加えて県下の１２町の財政状況、報酬の数較や各町の財政状況

の確認を行い、適正妥当な報酬の額の検討が行われました。

その上で、町三役については、町の業績や特別職としての果たすべき職責を全うして

いるかの点について、スキー場整備、道の駅建設、病院北館改築工事等の大きな事業や

町の活性化に向け、町長を中心に職員の皆様も一生懸命頑張っている。しかし、町の財

政状況は全ての指数が改善方向を示しているわけではなく、今後の税収と経常支出の課

題が明確になったこととあわせて、県下１２町の特別職の給与状況を見る限り、今回は

改定を行わず、現行のまま据え置くことが適当であるという意見でまとまりました。

次に、期末手当については、４年連続の期末手当の引き上げは制度に依存した改定で

あり、毎回準ずる必要があるのか。業績に対する報酬という面から、相応の活動を期待

したいという意見もありました。その一方で、給料はモチベーションや励みの部分もあ

り、職員同様の扱いが当然という意見もありました。

以上な意見が出る中で、これまでの県下１２町の期末手当の改正状況を確認する中で、

県下１２町や類似団体との数較の中で判断することがよいのではないかという意見にま

とまり、一般職に準じて引き上げることが適当と判断され、１月の引き上げ答申とな

りました。

次に、議員報酬の引き上げについては、議員報酬に関する考え方として、議会に若者
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を期待する声がある中で、現在の議員報酬では生活が保障できる水準ではないので、あ

る程度の引き上げが必要であるという昨年同様の意見がある一方で、議員報酬に相当す

る活動を期待するという厳しい意見も出されました。町議会の活動状況としては、審議

会資料で示されているとおり、定例会の会期日数、臨時会の会期日数、常任委員会の開

催日数、議長の出張回数、議員の派遣回数等を見る限り、県下町議会の中でも平均的な

活動内容となっています。そのほか議会報告会や議員定数の削減への議論など、住民へ

の意見反映とともに行財政改革への検討についても継続した取り組みが行われています。

議会議員の報酬の改定は、昨年の審議会答申を受け、今年度４月から ０００とから２

万との引き上げを行いました。

以上の議員報酬に関する考え方、議会の活動状況、県下の報酬の状況に加え、今後の

財政状況から判断した結果、今回は改定を行わず、現行のまま据え置くことで意見がま

とまりました。また、期末手当については町三役と同様の考え方とし、１月引き上げ

ることとされました。

次に、非常勤特別職の報酬については、県下の町における非常勤特別職の報酬につい

て数較したところ、年額報酬、日額報酬ともに１２町においてやや開きがありますが、

報酬の改定が必要な状況ではないという判断から、現在の財政状況を考慮し、今年度は

改定を行わないことが適当であると判断いたしました。

また、今回の審議会において、費用弁償に対する考え方が議論になりました。県下１

２町の費用弁償を数較したところ、当町及び市川町以外は、町内は不支給、また旅費支

給、日当制限あり、また居住地と同一区域内は不支給などの制限が設けられている。職

員の旅費についても、日当が支給されない地域もあるがゆえに委員の費用弁償も同様な

扱いにすればどうかといった意見が出されました。その一方、いろいろな委員会がある

中で、何度も開催される委員会もあり、委員としてもかなりの負担が生じる。それがゆ

えに費用弁償を残したほうがよいという意見もありました。これらの意見を踏まえて、

今後、非常勤特別職の費用弁償の考え方について、庁内会議と出張などとの関連や旅費

的要素も含め、検討を継続することとされました。

そして最後に、結論といたしまして、先ほども申し上げましたように、１点目としま

して、三役、議会議員ともに平成３０年４月から期末手当を１月アップし、年間⒋３

５月とする。２、非常勤特別職の費用弁償の考え方について、庁内会議と出張などとの

関連や旅費的要素も含め、継続協議を行う。３、頑張っていただいてることを評価した

上で、職員含め人事院勧告制度であるから準じて引き上げるということではなく、町の

財政状況をしっかりと見据えた上で、しかもモチベーションアップにつながるよう、ま

た地域の経済が潤うような取り組みを引き続きお願いしたい。

以上の意見でまとまりました。今後も引き続き行財政改革の取り組みにより健全な財

政運営を行いつつ、将来を展望し、計画的かつ効果的な行財政運営で活力のあるまちづ

くりに尽力いただくことを願いますと締めくくられております。
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以上、第１７号議案の詳細説明並びに補足説明とさせていただきます。よろしく御審

議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第１１ 第１８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１１、第１８号議案、神河町特別職の職員で非常勤のも

のの報酬、費用弁償及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題としま

す。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例制定の件でございます。

農業委員会等に関する法律が改正されたことに伴い、各地域において農地利用の最適

化を推進する農地利用最適化推進委員が新設されましたので、農地利用最適化推進委員

の報酬を規定し、農業委員会による農地利用の最適化に向けた積極的な活動を推進する

ため農地利用最適化交付金事業を活用し、従前の農業委員報酬の内訳を変２するための

ものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては地域振興課農林業特命参事が御説明しますので、よろしく御審議

をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課、多田農林業特命参事。

○地域振興課参事兼農林業特命参事（多田 守君） 地域振興課、多田でございます。

第１８号議案の詳細について御説明申し上げます。

農業委員会等に関する法律が改正、施行されたことに伴い、農地利用の最適化、担い

手への農地の集積、集約化、耕作放棄地の発生防止、解消、新規参入の促進を強力に進

めていくことが農業委員会の必須業務とされました。そして、遊休農地の発生防止、解

消に向けた農地パトロールや農地所有者等への働きかけ、担い手への農地集積、農地の

貸し手、借り手の掘り起こし活動により農地の集積、集約化に積極的に取り組むため、

農地利用最適化推進員が新設されたことに伴い、推進員の報酬を定めるものでございま

す。

また、農業委員会による農地利用の最適化に向けた積極的な活動を推進するため、農

地利用最適化交付金事業が実施されており、当町では能率給とし、この財源を活用いた
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します。

能率給の内容については、活動実績に応じた交付金と成果実績に応じた交付金がござ

います。

まず、活動実績に応じた交付金は、農地利用の最適化に向けた活動、先ほど申し上げ

ました担い手への農地集積、集約化、遊休農地の発生防止、解消活動ということで、現

在行われています農地パトロール、また農地のマッチング、それから法人化の支援等に

つきまして、既にやられている部分なんですが、を実施した農業委員会を対象に交付さ

れるというものでございます。この交付金の額は、農林水産省の農地利用最適化交付金

事業実施要綱により、農業委員及び推進員の人数の月額 ０００との１２カ月が上限と

なります。

また、成果実績に応じた交付金は、農地利用の最適化に向けた活動の実施により成果

を上げた農業委員会を対象に交付されます。担い手への農地集積率、遊休農地の解消率

を評価し、交付金の額が決定します。現在、農業委員会会長の年額が１２万 ０００と

ですので、農地利用最適化交付金の活動実績払いを活用し、基本給５万 ０００とと能

率給を交付金 ０００との１２カ月、７万 ０００とを予算の範囲内で町長が定める額 

とし、平成３０年度から年額１２万 ０００とを支払う予定としております。また、農

業委員及び推進員の報酬につきましても、農地利用最適化交付金の活動実績払いを活用

し、基本給３万 ０００とと能率給を交付金 ０００としける１２カ月、７万 ０００  

とを予算の範囲内で町長が定める額とし、平成３０年度から年額１１万とを支払う予定

としております。

なお、成果実績に応じた交付金につきましては、当該年の１２月末の達成度の評価に

応じ交付金が決定するため、決定次第、予算化するものといたします。

以上で第１８号の詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたしま

す。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第１２ 第１９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１２、第１９号議案、神河町特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件を議

題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

－４３－



定める条例の一部を改正する条例制定の件でございます。

この条例の一部改正については、平成３０年４月１日から施行される就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正により、認定権限が都

道府県に加えて指定都市にも移譲され、本法律に指定都市の業務に関する規定が追加さ

れました。これにより本条例第１５条第２号中の引用部分に項ずれが生じたため、改正

するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第１３ 第２０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１３、第２０号議案、神河町介護保険条例の一部を改正

する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、介護保険条例の一部を改正する条例制定の件でございます。

介護保険法第１１７条及び１２９条では、３年に１度、介護保険事業計画を策定し、

６５歳以上の第１号被保険者の介護保険料を改定することになっています。平成２９年

度は介護保険事業計画の策定年度となっており、高齢者福祉計画及び第７期介護保険事

業計画策定委員会を３回開催し、平成３０年度から平成３２年度の介護保険料について、

介護給付費の推移、第１号被保険者人口、要介護認定者数などについて御審議をいただ

き、月額基準額をこれまでの ７００とから ８００とに引き上げるものでございます。 

神河町の介護保険料については、直近の県からの資料では４１市町中２１番目の月額

基準額となる予定で、兵庫県下の市町の月額基準額の平均額については約 ９００との

見込みであります。また、近隣町の市川町が ２００とから ７００とに、福崎町が  

２８０とから ７８０ととなる予定と聞いております。

段階別年間保険料については、月額基準額に割合を乗じて１０段階の介護保険料を設

定しています。

以上が提案理由及び内容でございます。

詳細につきましては健康福祉課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

大中健康福祉課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。第２０号議案につい
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て説明を行います。

まず、１ページの新旧対照表により説明させていただきます。第２条第１項１号から

１０号までに保険料を改正しております。第２項から第６項までは、保険料の納付年度

を「平成２７年度から２９年度まで」を「平成３０年度から３２年度まで」に改正しま

す。また、３項から４項までの基準となる年金収入額を１０万とずつ引き上げ、第３項

では「１９０万と」から「２００万と」に、第４項では「２９０万と」から「３００万

と」とするものでございます。第６項では、第１号被保険者の保険料については、第６

期の保険料同様、低所得者対策として、本来年額保険料３万 ８００とのところ３万 

３２０ととするものでございます。

２ページの第１７条の第１号の削除については、厚生労働省からの通知により削除す

るものでございます。

さて、先ほど町長が説明しましたとおり、３年に１度、介護保険事業計画を策定し、

６５歳以上の第１号被保険者の介護保険料を改定することになっています。介護保険料

の改定については、高齢者福祉計画及び第７期介護保険事業計画策定委員会を３回開催

し、平成３０年度から平成３２年度の介護保険料について、介護給付費の推移、第１号

被保険者人口、要介護認定者数などについて御審議いただきました。

それでは、介護保険料の算定の方法について、別紙に本日お配りしております第２０

号議案資料、第７期介護保険料の算定資料をもとに説明をさせていただきます。

まず、表紙裏には介護保険料の算定の手順を載せております。ごらんのとおり、人口

及び被保険者数の推移から６の保険料の見込みまでの流れを掲載しております。今回の

介護保険料の設定については、厚生労働省から、保険料の見直しをするシステム、見え

る化システムというものが出され、全国の市町村がそのシステムを利用し、介護給付、

予防給付の見込み、介護保険事業費の見込み、介護保険料の算定等について計画を策定

しております。

まず１ページには、人口及び被保険者数の推計について記載しております。計画年度

である平成３０年度から３２年度及び、全国的に団塊の世代が７５歳を迎え、後期高齢

者が最大となる２０２５年、平成３７年度の人口、介護保険制度での年齢区分人口を掲

載しております。平成２７年１０月に出された神河町人口ビジョンでは、高齢者数につ

いては平成３２年度がピークとなり、以降、高齢者は減少します。しかし、町内の全体

人口も加速して減少することから、平成３２年度以降も高齢化率については上昇する傾

向にあります。

２ページには、要支援・要介護認定者の推計を掲載しております。第１号被保険者の

１⒏８％が要支援・要介護認定を受けると推計しています。また、介護度別の人数につ

いてはごらんのとおりです。

３ページから４ページにかけて、介護給付のうち在宅サービスの第６期の計画値と実

績値を掲載しております。
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５ページをごらんください。５ページ上段には、予防給付を含めた地域密着型サービ

スの計画値と実績値を掲載しております。地域密着型とは、高齢者が住みなれた地域で

尊厳を持って暮らし続けられるように支援するサービスであり、神河町では、定員２９

名以下の介護老人福祉施設うぐいす荘、これは県の分とは別に地域密着型というのがあ

ります。認知症高齢者のためのグループホームゆうゆう、グループホーム「さくら」、

ほたるの里や、定員が１８人未満のデイサービスなどがあり、神河町が事業者の指定権

限を持ち、利用者は地域住民に限定されます。小規模多機能、によん神河は、通いを中

心に訪問や泊まりなどのサービスを小規模な拠点で提供する、サービス内容は変わって

も顔なじみの職員に対応してもらえる利点がございます。５ページ下段には、施設サー

ビスの計画値と実績値を掲載しております。

６ページには、要支援を受けた方の予防給付、居宅サービスの計画値と実績値を掲載

しております。

７ページから１０ページまでは、1)番、介護給付及び予防給付の利用見込み、１１ペ

ージから１３ページ中段までには、2)地域密着サービスの利用見込み、１３ページ中段

以降、3)住宅改修、介護予防住宅改修及び4)番、居宅介護支援、介護予防居宅介護支援、

ケアプランの作成です。

１４ページ、１５ページには、5)番、施設系サービスの利用見込みを掲載しておりま

す。

１６ページには介護給付に係る各計画年度の事業費を、１７ページには介護予防給付

に係る各年度の事業費を掲載しております。これらの積算については、初めに申し上げ

ましたとおり、今回の保険料の見直しについては厚生労働省が制作した見える化システ

ムを利用しております。

１８ページには、⑴番、標準給付の見込みを立てるため、①介護サービス給付費と②

番、特定入所者介護サービス費等給付費、特定入所者介護サービス費とは、介護保険の

施設サービスについて、ショートステイを含め住居及び次食などの費用について住民税

非課税世帯などに属する人については、町が発行する介護保険利用限度額認定証を受け

る場合、一定の利用料だけで済みます。その不足分については、保険者である町が介護

保険給付費で賄うことになります。③番、高額サービス費については、介護保険サービ

スを一定額以上利用した場合、世帯の住民税課税状況に応じ、基準額を超えた分が償還

されるものです。④番、高額医療合算サービス費等給付費は、同一世帯内で介護保険と

国保など医療保険を利用した自己負担額が一定額、これはいろんな段階がありますが、

を超えた場合、支払い分が払い戻されます。⑤番、算定対象審査支払い手数料について

は、各事業所からの請求内容を国保連が審査するための費用でございます。これら①か

ら⑤番までの合計が標準給付費となり、３年間の合計は４０と １３４万 ０００とと 

なります。

１８ページ下段の⑵地域支援事業費については、介護予防・日常生活支援総合事業に
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ついては、要支援者に対する訪問介護サービス費、通所介護サービス費及び介護予防に

携わる職員等の給与で、包括的支援事業費とは地域包括支援センターの運営費と、こつ

こつ貯筋教室、認知症予防教室などのさまざまな事業に係る費用を計上しており、３年

間の合計は２と ８１１万 ０００ととなります。 

１９ページ、⑶保険料対象総額の見込み額は、３年間の標準給付見込み額と地域支援

事業費の合計は４２と ９４６万 ０００ととなります。１９ページ、  ⑷では介護保険

の財源を示しており、１号被保険者の負担率は、介護給付、介護予防給付、介護予防・

日常生活支援総合事業、包括的支援事業・任意事業の全てが保険料の総額の２３％とな

っております。

１９ページ、⑸では、給付費が予定より多くなった場合、と滑に介護保険会計を運営、

または３年に１度、保険料を改定する際、急激的な保険料の上昇の抑制をするため、介

護保険準備基金を積み立てています。現在約 ８５０万とを積み立てておりますが、今

回の第７期の介護保険料の改定については、３年間で ０００万とを取り回すこととし

ております。

２０ページ、⑹保険料の算定では、まず、Ｃ、第１号被保険者分相当額を算出します。

４２と ９４６万 ０００との２３％で、９と ７６５万 ０００ととなります。次に、   

Ｄ、調整交付金見込み額を算出します。調整交付金については基本的には５％でありま

すが、高齢化の状況や年金の所得状況などにより増減するものでございます。標準見込

み額４０と １３４万 ０００との５％として２と１５６万 ０００ととなります。な  

お、地域支援事業費については調整交付金の対象とはなりません。次に、実際の調整交

付金見込み額を算出します。算出については、見える化システムにより自動計算されま

す。先ほども申し上げましたように、神河町は後期高齢化率が高く、数較的年金所得の

所得階層が低く見込まれることから、標準給付見込み額４０と １３４万 ０００との 

３年間の⒍６２％、２と ６８７万 ０００ととなります。次に、Ｆ、介護給付費準備 

基金を ０００万と取り回すことになります。これらの数値のもとに保険料必要額を算

定します。

算定方法は、Ｃ、第１号被保険者相当分プラスＤ、調整交付金相当額マイナスＥ、調

整交付金見込み額マイナスＦ、介護給付費準備基金であります。この算出により、保険

料収納必要額は８と ９５６万 ０００ととなります。この保険料に必要な予定保険料 

収納率として９⒐３％で除しますと、３年間の総額保険料は８と ５６８万 ０００と 

が算出されます。この３年間の保険料総額を厚生省が制作した見える化システムにより、

所得段階加入割合補正後被保険者数というものがございまして、補正をしますと年額６

万 ６００ととなります。月額に直しますと ８００とが基準額となります。 

２１ページは、第６期に引き続き、所得水準に応じてきめ細やかな保険料設定をする

観点から、６期の保険料と同様、１０段階としています。

２２ページでは、各段階の基準額に対する割合と対象者の内容、加入段階別の加入者
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割合を掲載しております。

２３ページでは、介護保険料施行令第３９条により第５段階を ８００ととし、住民

税の課税、非課税、合計所得等により、第１段階の基準額の４５である月額 ６１０

とから、１０段階の⒈７５であります月額１万１５０との保険料が決定することになり

ます。

以上、保険料算定の経過について説明をさせていただきました。よろしく御審議をお

願いします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

ここで昼食のため暫時休憩いたします。再開を１３時ちょうどといたします。

午前１１時５７分休憩

午後 １時００分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

それでは、午前中に引き続きまして審議に入ります。

・ ・

日程第１４ 第２１号議案及び第２２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１４、第２１号議案、神河町指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件、

第２２号議案、神河町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件の２議案を一括議題とします。

上程２議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２１号議案及び第２２号議案については関連がございますの

で、一括して提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

第２１号議案は、神河町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件で、第２２号議案は、神河町指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例制定の件でございます。

第２１号議案の改正理由は、平成３０年１月１８日に指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、平成３０年４月１日

から神河町指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する必要が生じたためでございます。

第２２号議案の改正理由は、第２１号議案同様、平成３０年１月１８日に指定地域密
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着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が一部改正されたことに

伴い、平成３０年４月１日から神河町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する必要が生じたためでございます。

以上が提案理由及び内容でございます。

詳細につきまして健康福祉課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） それでは、詳細説明を求めます。

大中健康福祉課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。まず、第２１号議案、

神河町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例から説明いたします。

この条例の一部改正については、先ほど町長が御説明しましたとおり、上位法であり

ます介護保険法第７８条の４第１項及び第２項の規定により定めてあります神河町地域

密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準が改正されることに伴うもの

でございます。

地域密着型とは、高齢者が住みなれた地域で尊厳を持って暮らし続けられるように支

援するサービス、認知症のためのグループホームやデイサービスのほか、小規模多機能

型居宅介護、夜間対応型訪問介護などがあります。市町村が事業者の指定権限を持ち、

利用者は地域の住民に限られます。小規模多機能は、通いを中心に訪問や泊まりなどの

サービスを小規模な拠点で提供するものでございます。サービス内容が変わっても顔な

じみの職員に対応してもらえる利点がございます。

神河町内の地域密着型サービスの実施事業所については、デイサービスセンターとし

ては、定員が１８名以下のデイサービス蓮、リハビリデイサービス心などが該当します。

地域密着型介護老人福祉施設としては、定員２９名以下で開設しております特別養護老

人ホームうぐいす荘が該当します。また、認知症対応型共同生活介護グループホームゆ

うゆう、ほたるの里、「さくら」グループホームなどが該当します。小規模多機能型居

宅介護は、によん神河が該当します。

今回の条例の一部改正の主な改正点は５点ございます。まず第１点目としては、指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護の人員基準の緩和でござい

ます。新旧対照表では、４ページから６ページにかけて、第６条、第３２条、第４７条

を改正します。主な内容は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護オペレーターの資格要

件の基準を、これまではサービス提供責任者の経験業務年数を３年以上であったものが

１年以上に緩和されます。また、特別養護老人ホームなどの事業所に併設されており、

夜間を問わず電話等の受け付けができる事業所については、時間に関係なくオペレータ
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ーの配置義務はなくなります。また、オペレーターが連絡を受けて訪問介護に従事でき

る場合は、時間に関係なく訪問介護員の配置の必要がなくなります。

第２点目は、共生型サービスの実施でございます。新旧対照表では、７ページから９

ページにかけて、第７８条の２、第７８条の３を新たに規定します。内容は、指定基準

を満たした障害福祉サービス事業を行っている事業者が高齢者に対して行ったサービス

について給付を認められます。いわゆる共生型地域密着型通所介護の創設でございます。

これまでは介護保険と障害福祉施設はそれぞれ別の制度により運営されておりましたが、

今後は、障害福祉事業者が基準を満たせば共生型地域密着型通所介護を実施することが

できます。福祉事業者としては、５つの業種の事業者が認められています。その業種は、

指定生活介護事業者、指定自立訓練（機能訓練）事業者、指定自立訓練（生活訓練）事

業者、指定児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者がこれに該当します。

第３点目としては、第５章、各種介護サービスの対象施設として介護医療院が追加さ

れたことでございます。新旧対照表では、１０ページから２０ページにかけて、第８３

条、第１０４条から１０６条に、第１２５条、１３３条、１３４条、１４７条、１５２

条、１７３条、１７５条に、施設の種類の一つとして介護医療院が追加されます。介護

医療院は、日常的な医学管理や、みとり、ターミナルケア等の医療機能と生活施設とし

ての機能を兼ね備えた新たな介護保険施設として、平成３０年から介護医療院として創

設されることになりました。

第４点目としましては、運営に関する基準において、各事業者において身体拘束等の

適正化を図るためのさまざまな措置について義務化されました。新旧対照表では、１６

ページから２１ページにかけて、第１３９条、１６０条、１７９条、２０４条にかけて

新しく制定されています。老人福祉施設等は、身体拘束等の適正化を図るために、次に

掲げる措置を講じなければならないことになりました。⑴身体的拘束等の適正化のため

の対策を検討する委員会を３カ月に１回以上開催するとともに、その結果について介護

職員その他の従業者に周知徹底を図ること。⑵身体的拘束の適正化のための指針を整備

すること。⑶介護職員その他従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期

的に実施すること。

第５点目としまして、看護小規模多機能型居宅介護の人員基準の改正でございます。

サービス供給量をふやす観点及び効率化を図る観点から、サービス供給体制を維持でき

るよう配慮しつつ、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護支援事業所の基準が創設

されました。新旧対照表では、２１ページから２６ページにかけて、第２１３、２１４、

２１６条にかけて新しく制定されております。

続いて、第２２号議案を説明いたします。神河町指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について説明

をいたします。
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この条例の一部改正についても、上位法であります介護保険法第１１５条の１３第１

項及び第２項の規定により定めております指定地域密着型介護予防サービスの人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準が改正されることに伴うものでございます。

主な改正点としましては３点ございます。１点目として、介護予防認知症対応型通所

介護及び介護予防小規模多機能居宅介護の人員に関する基準において、介護医療院が新

しく追加されたことでございます。介護医療院は、先ほども申し上げましたとおり、日

常的な医学管理や、みとり、ターミナルケア等の医療機能と生活施設としての機能を兼

ね備えた新たな介護保険施設として、平成３０年から創設されます。新旧対照表では、

２ページから６ページにかけて、第５条、４４条から４６条、６０条、７２条、７３条、

８３条に、施設の種類の一つとして介護医療院が追加されています。

第２点目として、３ページ、第９条の改正ですが、共用型認知症対応型通所介護定員

の見直しでございます。共用型認知症対応型通所介護の普及促進を図る観点から、ユニ

ット型の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における利用定員を、１施設当た

り３人以下から、１ユニット当たりユニット入居者と合わせて１２人以下に見直すこと

としています。

第３点目として、身体拘束防止のための研修の強化でございます。６ページ、第７８

条第３項では、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者、グループホームにおけ

る身体的拘束等の適正化を図るための措置を講じることを定めております。その内容は、

次の３項目です。１つ目は、身体拘束の適正化のための対策を検討する委員会を３カ月

に１回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者、その他従業者に周知徹

底を図ること。２つ目に、身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること、３つ目

に、介護従業者、その他の従業者に対し、身体的拘束の適正化のための研修を定期的に

実施すること。

以上が条例の一部改正の内容でございます。よろしく御審議をお願いします。

○議長（安部 重助君） 提案説明は終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第１５ 第２３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１５、第２３号議案、神河町指定介護予防支援等の事業

の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。
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本議案は、神河町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例制定の件でございます。

改正の理由は、平成３０年１月１８日に指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が一

部改正されたことに伴って、平成３０年４月１日から指定介護予防支援事業所、地域包

括支援センターの運営基準が改正されたため、町条例の一部を改正するものでございま

す。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきまして健康福祉課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願いし

ます。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

大中健康福祉課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。この条例の一部改正

については、先ほど町長が説明しましたとおり、上位法であります介護保険法の改正に

あわせ、指定介護予防支援事業所、地域包括支援センターの運営基準が改正されること

に伴うものでございます。

それでは、条例改正について、新旧対照表により説明いたします。

第３条第４項では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、

平成１７年法律第１２３号、第５１条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援

事業者が加えられています。これについては、これまで障害者施設を利用していた方が

６５歳になることに伴い、障害福祉サービスから介護保険サービスに移行することが標

準的でございますが、サービスの内容によっては従来の障害福祉サービスも利用できる

ことから、障害者の計画相談、ケアプランを立てる指定特定相談支援事業者と連絡して

ケアプランを立てることが基本方針となりました。以降の条例の一部改正については、

利用者や家族がサービスの向上を目指すためのものでございます。

第６条第２項については、利用者の事業選択の権利としてサービス事業を紹介する義

務が加えられ、第３項については、病院等に入院するには医療と介護の連携のために担

当職員の氏名及び連絡先を病院等に伝えるよう求めなければならないと定めています。

以降、第３項が新設されたことから、第７項まで１項ずつずれていきます。

第３２条第９号では、ケアマネジャーがケアプランを立てる際については、利用者及

びその家族の参加を基本とすることと追加しました。第１４号の２として、入院などの

際、在宅と医療との連携を図るため、担当職員、ケアマネジャーは、指定介護予防サー

ビス事業者から利用者に係る情報提供を受けたとき、その他必要と認められるときは利

用者の服薬状況、口腔機能、その他利用者の心身または生活の状況に係る情報のうち必

要と認めるものを、利用者の同意を得て主治医もしくは歯科医師または薬剤師に提供す
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るものとするを追加しました。第３２条第２０号の２では、担当職員は介護予防サービ

ス計画を作成した際は、当該介護予防サービス計画を主治医に交付しなければならない

を追加しました。

以上が条例の一部改正の内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第１６ 第２４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１６、第２４号議案、神河町後期高齢者医療に関する条

例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の件でござ

います。

改正の理由は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険等の一部を改

正する法律が平成３０年４月１日から施行されることに伴い、高齢者の医療の確保に関

する法律第５５条の２の規定が新設されます。これに伴い、国民健康保険にて住所地特

例が適用されている者が年齢到達した場合、改正前は施設等の所在地の広域連合に加入

していた者が、改正後は国民健康保険で加入していた前住所地の広域連合に加入するよ

う改正されるものであり、その資格を有する被保険者から保険料を徴収するために町条

例の一部を改正するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第１７ 第２５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１７、第２５号議案、神河町消防団員等公務災害補償条

例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件でござ

います。
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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令に定める消防団員等の公務災害

の損害補償の算定の基礎となる額の加算額及び対象については、一般職の職員の給与に

関する法律、以下給与法といいます、で定められている扶養手当の支給額及び支給対象

をもとに定められています。給与法が平成２８年１１月に改正され、施行は平成２９年

４月１日からでありますが、扶養手当の見直しについては受給者への影響をできるだけ

少なくするという観点から、段階的に２９年度と３０年度の２カ年で実施されます。本

条例は、平成３０年２月７日に政令の一部が改正され平成３０年４月１日から施行され

るため改正するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては住民生活課防災特命参事から御説明申し上げますので、よろしく

御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課、田中防災特命参事。

○○民生○課参事兼防災特命参事（田中 晋平君） 住民生活課、田中でございます。そ

れでは、第２５号議案、神河町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定

の件について、詳細説明をさせていただきます。

本件は、平成２８年度の人事院勧告に関連する改正でございまして、非常勤消防団員

等に係る損害補償の基準を定める政令に定める消防団員等の公務災害の損害賠償の算定

の基礎となる額の加算額及び加算の対象については、一般職の職員の給与に関する法律

で定められている扶養手当の支給額及び支給対象をもとに定められています。

本条例は、人事院勧告により平成２８年１１月に給与法が改正され、施行は平成２９

年４月１日からですが、扶養手当の見直しについては受給者への影響をできるだけ少な

くするという観点から、段階的に平成２９年度と３０年度の２カ年で実施されます。こ

のことにより、平成３０年度の扶養手当支給額が改定されることに伴い、基準政令に定

める補償基礎額の加算額の基準を定める政令の一部を改正する政令について、平成３０

年２月７日に公布され、本年４月１日から施行されるため、条例の一部を改正するもの

であります。

それでは、議案書を１枚めくっていただきまして、新旧対照表をごらんください。新

旧対照表の１ページ、第２条について説明いたします。第２条は、損害補償を受ける権

利の規定で、消防庁において規定の条項を整理したものであります。改正前の消防法第

３６条は水災も含む災害を規定しており、その４行後の中ほどに記載しております水防

法第２４条においても水災について書かれているため内容が重複することから、今回の

改正において、消防法第３６条第８項に規定する水災を除く災害を適用したものであり

ます。この改正により、消防法第３６条第８項に規定する水災を除く災害と従来の水防

法第２４条において規定する水災に関する記述で、全ての災害を対象としている内容で

あります。
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新旧対照表の２ページ、第５条について説明いたします。第５条は損害補償基礎額の

規定であります。同条第３項は、給与法の扶養手当の改正をもとに、加算対象の区分ご

とに加算額をそれぞれ改正する内容です。

もう１枚後ろの参考資料をごらんください。非常勤消防団員等に係る損害補償の基準

を定める政令の一部を改正する、１月現在の政令案の概要書でございます。上段は、先

ほど説明させていただきました改正が必要となった経緯であります。配偶者に係る扶養

手当額を平成３０年度は２９年度の１万とから ５００とに減額し、子に係る扶養手当

額を平成３０年度は２９年度の ０００とから１万とに増額するという内容です。

中ほどの２、改正の概要案をごらんください。加算額の内容であります。表の一番下

の行、平成３０年度以降のところをごらんください。アンダーラインで記載している箇

所が改正点で、第１号とは配偶者のことで、改正前、平成２９年度の３３３とが改正後

２１７とに、第２号は子の規定でありまして、改正前の２６７とが改正後３３３とに、

それぞれ改正される内容であります。

議案書に戻っていただきまして、改正条例の１枚目をごらんください。業則第１項は

施行期日であります。業則第２項は経過措置で、施行日前に支給すべき事由の生じた損

害補償（傷病補償年金等を除く）及び施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期

間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例によることを規定しております。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので御了承を願います。

・ ・

日程第１８ 第２６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１８、第２６号議案、平成２９年度神河町一般会計補正

予算（第９号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町一般会計補正予算（第９号）でございまして、補正予

算（第８号）以降、補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の主な要因は、繰り越し事業として５事業を繰り越す予定としております。次に、

各事業の決算見込みによる地方債の補正、次に、町税の減額、次に、指定寄業金の増減、

次に、諸収入のカーボンマネジメント強化事業に係る補助金の減額、次に、人件費では

退職手当組合特別負担金及び税務課、教育課関係の時間外勤務手当の増額、次に、ふる

さと納税に係る返礼品、委託料等の減額、選挙費の減額、次に、介護保険事業特別会計

繰出金の減額、次に、心身障害者福祉費の自立支援給付費の増額、次に、保育所費の保
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育所運営委託料の増額、次に、公立神崎総合病院への補助金の増額及び出資金の減額、

次に、中播北部行政事務組合負担金、中播衛生施設事務組合負担金の減額、次に、農業

振興費、林業振興費の各事業の決算見込みでの増減、次に、道の駅整備事業の工事費等

の確定による減額、次に、商工振興のための土地建物購入費の増額、次に、大河内高原

整備費、道路橋梁維持費の町道等の除雪経費の増額、次に、災害復旧費では翌年度への

繰り越しを含めた事業費の確定による減額。主なものは以上でございますが、各事業に

ついて、決算見込みによりそれぞれ増減をいたしております。そして、今回の補正にお

ける財源調整として財政調整基金繰入金を増額するものでございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３と７２１万 ００

０とを減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９２と ７１６万 ０００とと 

するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして総務課財政特命参事から御説明いたしますので、よろしく御審議を

お願いします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

総務課、児島財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。それでは、

第２６号議案の詳細説明をいたします。

まず、６ページをお開きください。第２表、繰越明許費でございます。７款土木費、

２項道路橋梁費、町単独町道改良事業、町道作畑・新田７でございます。金額は ２８

０万とということで、これにつきましては、物件補償、そして用地買収等に時間を要し

てきたということの中から、年度内に執行できなかった工事費、物件補償費等の事業費

合わせて ２８０万とを繰り越して、平成３０年度で実施するものでございます。

続きまして、社会資本整備総合交付金事業、橋梁長寿命化修繕工事でございまして、

８５０万とでございます。これにつきましては、工事に入りますまでの通行規制等に

係る関係者協議等に時間を要したことにより年度内執行ができなかった工事費等の ８

５０万とを繰り越して、平成３０年度で実施するものでございます。これにつきまして

は、新田大橋、下村橋、渕橋の３橋でございます。

続きまして、９款教育費、５項社会教育費、文化財保存事業、県指定文化財保存整備

費等補助金 ９９４万とでございます。これにつきましては、７費２１号で被災した春

日神社の復旧修理に係るものでございまして、１２月定例会でその保存整備補助金を補

正し、県とともに進めておりますけども、その中で、有識者による修理委員会において

詳細な調査に基づいた設計を求められてきたところでございまして、その調査設計に少

し時間を要しておるということの中から、年度内執行ができなかった工事費 ９９４万

とを繰り越して平成３０年度で実施をいたすものでございます。

続きまして、１３款災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧費、農地災害復旧事業
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２８０万とでございます。これにつきましては、１２月補正で補正し進めておりますけ

ども、災害現場までの進入路等の調整等に時間を要したことにより年度内執行ができな

かった工事費２８０万とを繰り越すものでございます。これについては、栗地内の農地

の畦畔でございます。

続きまして、２項公共土木施設災害復旧費、公共土木施設災害復旧事業ということで

０９０万 ０００とでございます。これにつきましても１２月定例会で補正し進めて 

おりますけども、現場での関西電力や関係官庁との協議、災害現場までの進入路等の調

整等に時間を要してきたということの中で、年度内執行できなかった工事費 ０９０万

０００とを繰り越して平成３０年度で実施するものでございます。これにつきまして

は、上小田の大瀬小原７、そして岩屋の高坂川の２カ所でございます。

続きまして、７ページをお願いいたします。第３表、地方債補正でございます。１、

地方債の変２ということで、事業費の決算見込み、確定見込みにより、それぞれ補正を

行うものでございます。

まず、３、病院北館改築事業につきましては１と ０９０万とを減額し、限度額を 

３７０万とにするものでございまして、これにつきましては合併特例債を発行し、出資

金として病院へ出資するものでございます。

続きまして、６、観光施設整備事業 ６９０万とを増加をして限度額を３と ４２０ 

万とにするものでございます。その増額の要因といたしましては、カーボンマネジメン

ト事業に係るものが ７３０万との減額、そしてスキー場の部分が４０万との増額でご

ざいます。

続きまして、７、急傾斜地回壊対策事業でございます。これにつきましては、岩屋、

本村の対策事業の県に対する負担金に係る起債でございます。３２０万と減額の５８０

万とを限度額とするものでございます。

８、道路整備事業は５０万と減額の１と １５０万とでございます。中身については

神崎・市川７でございます。

９、橋梁整備事業、これにつきましては橋梁の長寿命化修繕工事でございます。５０

万減額の ６４０万とでございます。

続きまして、１０、公営住宅整備事業、これにつきましては柏尾住宅の実施設計、そ

して用地購入に係る起債でございます。 ５２０万と減額の限度額を ５００万とにす 

るものでございます。

続いて、消防施設整備事業につきましては ０５０万と減額の ４６０万とでござい 

ます。これにつきましては、消防自動７の購入につきまして４９０万との減額、そして

防火水槽の整備に係るものが５６０万との減額でございます。

続きまして、１２、病院機器整備事業、これにつきましては３８０万と減額の ６５

０万とでございまして、過疎債を発行しながら出資金として病院へ出資するものでござ

います。
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１３、過疎地域自立促進特別事業でございます。これにつきましては、過疎債のソフ

ト事業というところで７００万減額の ６４０万とでございます。

続きまして、１５、公共土木施設災害復旧事業１１０万と減額の限度額を９２０万と

にするものでございます。これにつきましては、上小田地内の大瀬小原７でございます。

これらによりまして、１と ５８０万とを減額して限度額を１４と ８４７万 ００  

０とにするものでございます。

続きまして、事項別明細書で説明をさせていただきます。

１１ページをお願いいたします。２、歳入、１款町税、１項町民税、１目個人町民税

４９６万 ０００との減額でございます。これにつきましては、当初予定をいたしてお

りましたよりも給与所得者が減ってきたということの中で、所得割が減額したことが原

因でございます。

続きまして、２項続定資産税 ０３５万 ０００との減額でございます。これにつき 

ましては土地家屋償却資産でございまして、特に土地の下落、そして家屋の取り壊しな

どの増加、思っていたよりもそういう部分が反映して減額となっております。

１０款地方交付税 ７００万との増額でございます。これにつきましては特別交付税

の部分でございまして、今回の補正で除雪対策費用を増額をいたしております。それの

８割相当を特別交付税で計上をいたすものでございます。これによりまして、特別交付

税の予算総額が４と ９７４万 ０００とでございます。 

続きまして、１２款分担金及び負担金、１項分担金、４目災害復旧費分担金３０万

０００との減額でございます。これにつきましては、農地災害復旧事業受病者分担金と

いうことで、峠地内の農地畦畔に係る事業費が確定をしたことによりまして減額をいた

すものでございます。

続きまして、２項負担金、２目民生費負担金２９１万 ０００との増額でございます。

これにつきましては保育所運営負担金ということでございます。特に寺前保育所、神崎

保育園につきましては、それぞれ年度中途での入所者数がふえてきたというところで負

担金がふえたということでございます。続いて、管外保育所の分につきましては、年度

中途での利用者負担金の単価の上昇、見直しがあったということでふえるものでござい

ます。

続きまして、１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、１節保育

所運営費負担金３２５万との増額でございます。これにつきましては私立保育所の運営

負担金でございまして、これにつきましても、先ほど申しましたように寺前、神崎の私

立保育所の年度中途での入所者数がふえたことによります保育所委託料がふえたという

ことの中で、国庫の負担金もふえてきたというところでございます。

続きまして、３節心身障害者福祉費負担金７４０万 ０００との増額でございます。

中身につきましては、まず障害者自立支援給付費等負担金、これが９６６万 ０００と

の増額でございます。これにつきましては給付の実績見込みによりふえるものでござい
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まして、特にふえておる部分は、生活介護の当初の予定が４４人で予定をしておりまし

たが、７人の増加、そして就労支援Ａ型、これが５人の予定が３人プラスというところ

の中で、それぞれ見込みよりもふえてきているというところの中で支出もふえ、国庫も

ふえてきたというところでございます。

続いて、５節介護保険低所得者保険料軽減負担金３万 ０００との減額でございます。

これにつきましては、決算額の確定見込みということで減額をいたすものでございます。

すいません、もう一つ前に戻っていただきまして、障害者医療費負担金、これが２２

６万との減額でございます。これにつきましては、当初４人で予算を組んでおりました

が、年度中途で１人が死亡されたということの中で、支出も減ってきたということで減

額をいたすものでございます。

続きまして、１２ページをお願いいたします。３目災害復旧費国庫負担金２１３万と

の減額でございます。これにつきましては公共土木施設災害復旧費負担金ということで、

先ほど説明いたしました上小田の大瀬小原７の事業費の確定によりまして減額をいたす

ものでございます。

続きまして、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金１９万 ０００との減額でござ

います。これにつきましては個人番号カードの交付事務費の補助金ということで、交付

事務費が確定をしてまいりましたので、それに伴います減額でございます。

続きまして、２目民生費国庫補助金につきましては４８０万 ０００との減額でござ

います。これもそれぞれ決算見込みの中で減額をいたすものでございます。その中で地

域介護・福祉空間整備等推進交付金４２８万 ０００との減額、これにつきましては、

グループホームのスプリンクラーの設置費の補助ということで申請をしておりましたが、

該当する事業所の事業廃止ということを受けて、このたび減額をいたすものでございま

す。

続きまして、３目衛生費国庫補助金２９万 ０００との減額でございます。これにつ

きましては、社会資本整備総合交付金ということで病院北館改築に係ります耐震交付金

の部分でございまして、国からの変２交付決定を受けまして減額をいたすものでござい

ます。

４目、土木費国庫補助金、住宅費補助金 ８８４万 ０００との減額でございます。 

これにつきましては、社会資本整備総合交付金の定住促進の部分が３９０万 ０００と

でございます。

これにつきましては、２２ページを少し開いてください。２２ページの７款土木費、

住宅費の部分で御説明をいたします。一番右端に、それぞれ減額、増額する事業費が載

ってございます。それに沿って説明をします。まず、若者世帯住宅取得補助金が２０９

万 ０００との増額、そして若者世帯リフォーム支援補助金が１３３万 ０００との減 

額、住宅マスタープラン策定業務の補助金が５０万との減額、少し飛んでいただいて１

９節、田舎で移住・起業支援活動事業補助金、これが１５０万との減額、古民家再生促
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進支援事業補助金は１６６万 ０００との減額、空き家活用支援事業補助金が１００万

との減額。それぞれ歳出の事業に対して２分の１相当分の補助金が減額になるというこ

とで、これらを合計いたしますと３９０万 ０００との減額ということになってござい

ます。

それでは、また１２ページにお戻りください。続きまして、公営住宅の ４９３万 

０００との減額でございます。これにつきましては、町営住宅の柏尾団地の建設に係る

実施設計、そして用地購入費の事業費の確定見込みによりまして減額をいたすものでご

ざいます。

続きまして、１５款県支出金、１項県負担金、１目総務費県負担金１０万 ０００と

の減額でございます。これにつきましては、県からの移譲事務市町交付金の交付決定に

より今回減額をいたすものでございます。２目民生費県負担金５３２万 ０００との増

額でございます。これにつきましては、先ほど国庫負担金で説明したとおりでございま

す。

続きまして、２項県補助金、１目総務費県補助金２３１万 ０００との減額でござい

ます。これにつきましては市町振興支援交付金でございまして、コミバスの運営費に係

る県の補助金でございます。これにつきましては一般財源扱いということで、それぞれ

の事業に充当をしないということでございます。

続きまして、１３ページをお願いいたします。２目民生費県補助金、１節社会福祉費

補助金６２万 ０００との減額でございます。これにつきましては、人生８０年いきい

き住宅事業補助金ということで、一般型の実績見込みということの中で減額をいたすも

のでございます。続きまして、４節児童福祉費補助金１０１万 ０００との増額でござ

います。これにつきましては、ひょうご保育料軽減事業補助金ということで、第２子以

降の保育料の軽減に要する経費の一部補助事業が県で制度化されております。それの対

象になったことから今回計上するものでございます。第２子の分が１６人で３２万と、

第３子以降が１３人で６９万 ０００とでございます。

続きまして、４目農林業費県補助金 ６０４万 ０００との減額でございます。これ 

につきましては、それぞれ決算見込み、事業費の確定によるところの増減をいたしてお

るところでございます。特に、上から３つ目の市町振興支援交付金７９万 ０００と、

これにつきましては鳥獣被害防止に係る県からの交付金で、一般財源扱いをしている補

助金でございます。続いて、その欄の一番下、７費被害農業施設等復旧事業補助金１７

７万 ０００との増額でございます。これにつきましては、昨年の７費で多くの農業用

施設、特にパイプハウスが被災をいたしました。これは全県下的に被害が大きくなった

ところでございまして、それに伴いまして県が早期に復旧を行うということで、新たな

支援制度が１２月に創設をされました。それを受けて今回補正を上げるものでございま

して、パイプハウスの被害が１５施設、面積にして ８９３平方メートルでございます。

その部分を県の補助事業で計上していきながら復旧を図っていくということでございま
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す。

続きまして、６目土木費県補助金、住宅費補助金２００万との減額でございます。こ

れにつきましては空き家活用支援事業補助金で、当初４件を見込んでいたものが２件に

なったというところで減額をいたすものでございます。

続いて、９目災害復旧費県補助金１４万 ０００との減額でございます。これにつき

ましては農地災害復旧補助金ということで、峠地内の農地畦畔に係るものの事業費の確

定によるものでございます。

続きまして、３項県委託金、総務費県委託金２９２万 ０００との減額でございます。

これにつきましては、県知事選挙、そして衆議院議員総選挙の選挙の事務費に係るもの

の委託金の精算による減額でございます。

続きまして、４目農林業費県委託金でございまして、 ８１５万 ０００との減額で 

ございます。これにつきましては、地籍調査事業、そしてナラ枯れ防除のそれぞれの事

業費の確定によりますところの減額でございます。

続きまして、１７款寄業金、１項寄業金、２目指定寄業金 ２８０万 ０００との増 

額でございます。まず、神河ふるさとづくり応援寄業金、これにつきましてはふるさと

納税でございまして、当初 ０００万とを予定をいたしておりますけども、決算見込み

をを案する中で ５００万減額の ５００万ととするものでございます。続きまして、 

指定寄業金 ２００万とでございます。これにつきましては寺前地域の商業振興の発展

というところで、閉駐をいたしました寺前の又右衛門駐舗跡の土地建物の取得に係りま

すところの寺前財産区からの指定寄業金でございます。続きまして、神河まち・ひと・

しごと創生寄業金５８０万 ０００との増額でございます。これにつきましては、ふる

さと納税企業業というところでスキー場整備に係る事業を展開する中で、ＰＲ、交通誘

導等の看板、特に電光掲示板等の設置に係るものに充当をしていくものでございまして、

これによりまして２４社の寄業総額が ４００万 ０００ととなるものでございます。 

続きまして、１４ページをお願いいたします。１８款繰入金、１項他会計繰入金、２

目国民健康保険事業特別会計繰入金６０万との減額でございます。これにつきましては、

健康福祉課が実施する健康づくり事業の財源として繰り入れをして計上をしておりまし

たけども、事業実績の見込みにより今回減額をいたすものでございます。

続きまして、４目土地開発事業特別会計繰入金 ５４２万 ０００との減額でござい 

ます。これにつきましては、１２月補正において７区画の収入見込みということで増額

補正をしておりましたけども、現状５区画の販次にとどまっているというところの中で、

２区画分を今回減額をいたすものでございます。

続きまして、２項基金繰入金、５目神河ふるさとづくり応援基金繰入金９９万 ００

０との減額でございます。これにつきましては、前年度に歳入をいたしました当寄業金

を積み立てをいたしまして翌年度に繰り入れをするということになっておりますことか

ら、平成２８年度の寄業金の ５００万 ０００とを繰入金とするために減額をいたす 
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ものでございます。

続きまして、６目財政調整基金繰入金 ０５３万 ０００との増額でございます。こ 

れにつきましては、今回の補正における財源調整として増額をいたすものでございまし

て、この補正後につきまして、財政調整基金の残高につきましては１４と ２６６万 

０００とでございます。

続きまして、２０款諸収入、４項受託事業収入でございます。２０万 ０００との増

額でございます。これにつきましては環境整備受託事業収入ということで、毎年、県道

敷の草刈り等に係るもので、その刈り草の処理量がふえたことによります歳入の増でご

ざいます。当初５０トンを予定しておりましたが、６⒋１トンになったというところの

中での増額でございます。

続きまして、５項雑入でございます。これにつきましても、それぞれ決算見込みの中

で減額をいたすものでございます。特に８節雑入の中で ６９９万 ０００との減額、 

これにつきましては地球温暖化対策推進事業補助金ということで、カーボンマネジメン

ト事業に係る部分のホテルリラクシアの部分が交付金対象にならなかったというところ

の中で減額をいたすものでございます。

続きまして、１５ページの２１款町債につきましては、先ほど第３表、地方債補正で

説明をしたとおりでございます。

続きまして、１６ページ、歳出をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 特命参事、ここで休憩しますので。

ここで暫時休憩いたします。再開を２時２０分といたします。

午後２時０３分休憩

午後２時２０分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

それでは、休憩前に引き続きまして、児島財政特命参事のほうから説明を受けます。

児島財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。それでは、

説明に入ります。

その前に、先ほど説明した中で１カ所訂正をさせていただきます。６ページの第２表、

繰越明許費のところで、１３款災害復旧費の１項農林水産業施設災害復旧費の農地災害

復旧事業のところで栗地内と申し上げましたが、峠地内の誤りでございますので、訂正

をさせていただきます。

それでは、１６ページの歳出をお願いいたします。２款総務費、総務管理費、１目一

般管理費 ６０６万 ０００との減額でございます。これにつきましては、報償費以下 

使用料及び賃借料までに係りますところは、ふるさとづくり応援寄業金の ０００万と

から ５００万とに減額をいたしたところの部分に相当する部分で、それに対する返礼
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品、宅配便代、ふるさと納税の一括代行手数料等々について減額をいたすものでござい

ます。４節共済費１６０万 ０００とにつきましては退職手当組合の特別負担金という

ことで、１２月に補正のときに１名少し漏れ落ちがありましたために今回補正をいたす

ものでございます。

続きまして、４目財産管理費 ５００万との減額、これにつきましては神河ふるさと

づくり応援基金積立金ということで、ふるさと納税の部分を ５００万と減額いたしま

したものに対応するものでございます。

続きまして、２項徴税費、税務総務費５１万との減額でございます。特に３節職員手

当８９万 ０００とということで、今からの確定申告、それと続定資産の入力作業等々

の業務処理の部分で不足を生じるというところの中で今回増加するものでございます。

１３節の委託料につきましては、決算見込み額により減額をいたすものでございます。

続きまして、４項選挙費につきましては、それぞれ歳入のところで申し上げましたよ

うに精算に係るもので、減額をいたすものでございます。

続きまして、１８ページをお願いいたします。３款民生費、１項社会福祉費、１目社

会福祉総務費 ２３７万 ０００との減額でございます。これにつきましては、特に２ 

８節繰出金で ０２９万 ０００とということで、介護保険事業会計への繰出金のそれ 

ぞれ会計内の実績によりまして減額をいたすものでございます。

続きまして、２目老人福祉費につきまして４８８万 ０００との減額でございます。

その中の１９節負担金、補助及び交付金４２８万 ０００との減額につきましては、地

域介護・福祉空間整備費補助金というところで、先ほど国庫補助金の減額のところで説

明したとおりでございます。

続きまして、３目心身障害者福祉費 ３０５万 ０００との増額でございます。この 

部分につきましては、特に１９ページの扶助費の中で障害者介護給付費 ９１３万 ０ 

００との増額でございます。これも先ほど歳入のところで説明いたしたとおり、当初見

込んでいたよりもそれぞれの対象者がふえてきたというところの中で増額をいたすもの

でございます。

続きまして、７目後期高齢者医療費３９７万 ０００との減額でございます。これに

つきましては、広域連合組合への療養給付費の負担金というところで神河町の保険給付

費の減額というところから、このたび変２通知により減額をいたすものでございます。

２項児童福祉費、３目保育所費 ２８６万との増額でございます。これも先ほど歳入

のところで申し上げましたように、私立保育所につきましては途中入所の子供さんがふ

えたということ、そして公立の部分につきましては保育単価の値上げ、上昇というとこ

ろで委託料がふえてきたというところでございます。

続きまして、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費 ４９９万 ０００ 

との減額でございます。これは、ともに公立神崎総合病院事業会計への繰り出しに係る

ものでございます。まず１９節負担金、補助及び交付金１ととの増額でございます。こ
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れにつきましては、収病的収支、３条予算への繰り出しでございまして、入院、外来の

患者数の減少により収病が大幅に減る見込みであることから、病院の運営に支障を来さ

ないようにするために今回補助金を増額をいたすものでございます。続いて、２４節投

資及び出資金１と ４９９万 ０００との減額でございます。これにつきましては、資 

本的収支、４条予算への出資でございまして、北館改築に係る平成２９年度の出来高見

込みによりますところの減額、これにつきましては、合併特例債の部分でございまして

１と ０９０万と、そして耐震交付金の変２交付決定によりますところが２９万 ００ 

０との減額、続いて、過疎債を活用した医療機器の部分が３８０万との減額でございま

す。

続いて、２目健康づくり対策費６４万 ０００とでございます。これについてはシス

テム改修委託料ということで、歳入のところでも申し上げましたが、これは国保会計か

らの繰り入れを財源として健康福祉課が健康づくり対策として行う事業でございまして、

これらにつきまして、少し事業の見直しということで事業を見送ったために今回減額を

いたすものでございます。

続きまして、３目母子衛生費１７６万との減額でございます。これにつきましては、

妊婦健診委託料というところで当初見込んでいた人数よりも２０人程度減ったというと

ころで減額をいたすものでございます。

続いて、４目保健衛生施設管理費３５万との増額でございます。これにつきましては、

大河内保健福祉センターの修繕料というところで、空調機の故障修繕に係るもので増額

いたすものでございます。

２項環境衛生費、１目環境衛生費３９９万 ０００との減額でございます。その中で

１３節委託料１８５万 ０００との減額、これはカーボンマネジメント事業の管理委託

料ということで、３年間にわたりカーボンマネジメント事業を行うわけですけども、そ

れの総合的な管理というところで今回入札を行いました。その契約額が確定したことに

より今回減額をいたすものでございます。

続きまして、３項清続費、１目ごみ処理費で１３節委託料１９万 ０００との増額で

ございます。廃棄物処理業務委託料でございます。これも先ほど歳入のところで申し上

げましたように、県道敷の草刈りの刈り草の処理量がふえたことによる増額でございま

す。続きまして、２０ページをお願いいたします。１９節負担金、補助及び交付金、中

播北部行政事務組合負担金 ６００万 ０００との減額、そして２目し尿処理費 １７  

８万 ０００と、中播衛生施設事務組合の負担金の減額でございます。それぞれの事務

組合の決算見込みにより減額をいたすものでございます。

続きまして、５款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費１８１万 ０００との

減額でございます。これにつきましても、それぞれの事業に伴うところの実績見込みに

より減額をいたすものでございます。

続きまして、農地費１０万との減額、これにつきましては、ため池緊急防災体制整備
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事業に係るものの減額でございます。これは、杉、奥垣内池の部分でございます。

続きまして、５目農業施設管理費 ６３５万 ０００との減額でございます。道の駅 

整備に伴いますところの減額でございます。その中で１３節委託料、馬７模型作成業務

委託料８０万と、これにつきましては新たに県の補助事業というところの中で銀の馬７

道の部分で、その馬７を少し復元、そういう模型をつくって道の駅にモニュメントとし

て置こうというような取り組みの中で、県の補助金をいただきながらつくっていくとい

う事業でございます。

続きまして、６目地籍調査費 ８００万との減額、これにつきましては事業費の確定

による減額でございます。

続きまして、２１ページ、２項林業費、２目林業振興費 ４１６万 ０００との減額 

でございます。これも、それぞれ事業の実績、そして事業量の減によりましてそれぞれ

減額をいたすものでございます。

続きまして、６款商工費、１項商工費、１目商工振興費 ２００万との増額でござい

ます。これにつきましては、１７節公有財産購入費ということで寺前地域の商業振興と

いうところで、閉駐をいたしております寺前、又右衛門の駐舗跡、その土地と建物を購

入する費用でございます。

続きまして、２目観光振興費１８９万 ０００との減額でございます。これにつきま

しては、ヨーデルの森の空調設備、カーボンマネジメント事業に係るところの減額でご

ざいます。

３目大河内高原整備費の１３節委託料 １４４万 ０００との増額でございます。こ 

れにつきましては、峰山高原業帯施設等管理委託料というところで、その中の町道とリ

ラクシア周辺の除雪経費、除雪対策費用の増額でございます。１５節工事請負費９９９

万 ０００との減額につきましては、リラクシアの空調設備２新等に係る工事費の減額

でございます。

続きまして、２２ページをお願いいたします。７款土木費、１項土木管理費、１目土

木総務費３５０万との減額でございます。これにつきましては、岩屋、本村の急傾斜地

回壊対策事業負担金ということで県への事業負担金でございまして、事業費の確定によ

りまして減額をいたすものでございます。

続きまして、２項道路橋梁費でございます。１目道路橋梁維持費９２４万 ０００と

の減額でございます。特に１１節の用費７５万 ０００と、修繕料、これにつきまして

は除雪７両に係るものの修繕でございます。

続いて、２目道路橋梁新設改良費１７２万 ０００との減額でございます。この事業

費につきまして、それぞれの路７において確定見込みの中で減額をいたすものでござい

ます。内訳を申しますと、町道作畑・新田７が１５万 ０００との増額、神崎・市川７

が５０万との減額、神崎・市川支７が３８万 ０００との減額、水走り中河原７が５０

万との減額、そして橋梁長寿命化に係るところが５０万との減額、合わせて１７２万
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０００との減額でございます。

５項住宅費、１目住宅管理費５２万 ０００との増額でございます。これらにつきま

しては、それぞれ決算見込みに伴うところによります増減でございます。

２目住宅建設費 ２７３万 ０００との減額でございます。その中で町営住宅柏尾団 

地の建設に係るものといたしましては、１３節委託料の設計業務管理委託料 ５００万

との減額、そして１７節公有財産購入費 ５１９万 ０００との減額、この２つが柏尾 

団地の建設に係るものでございます。

続きまして、２３ページをお開きください。８款消防費、１項消防費、２目非常備消

防費 ３０３万 ０００との減額でございます。これにつきましては、消防団員の報酬、 

そして消防団員の退職報償金等々について減額をいたすものでございます。特に８節報

償費、消防団員退職報償金 １４０万 ０００との減額につきましては、当初６９名分 

で見ておりましたが、実際の部分で４０名になったというところの中で減額をいたすも

のでございます。

続いて、３目消防施設費 ０４８万 ０００との減額でございます。まず工事請負費 

でございます。５６９万 ０００との減額、これにつきましては、防火水槽の設置工事

費ということで２基予定をしておりました。そのうちの１基の仕様を途中で変２をした

というところの中で減額をいたしております。続いて、１８節備品購入費４７９万 ０

００とにつきましては７両購入費ということで、消防７両、大畑部、岩屋部、大山部の

３７を購入する部分で、それぞれ入札によりまして減額をいたすものでございます。

続きまして、９款教育費、１項教育総務費１５万との増額でございます。これにつき

ましては事務局職員の時間外勤務手当というところでございまして、日本一の学校づく

り、スキー実習に係るそれぞれの調整等の事務量がふえたということの中で増額をいた

すものでございます。

続きまして、２項小学校費、３項中学校費、４項幼稚園費のそれぞれの賃金につきま

しては、決算見込みの中でそれぞれ減額をいたすものでございます。

５項社会教育費、１目社会教育総務費１２４万との減額でございます。これにつきま

しては７節賃金５３万 ０００との増額、１１節の用費５３万 ０００との減額、これ 

につきましては歴史文化基本構想事業の部分でございまして、福本の堂屋敷の発掘調査

費用の部分で少し予算の組み替えが必要であるというところの中で、今回賃金との用費

の予算を組み替えをいたしております。続いて、１９節負担金、補助及び交付金１２４

万との減額です。これにつきましては青少年補導委員会への補助金ということで、当初

財団法人の青パトを４７の申請をしておりましたけれども、最終的には１７の決定とい

うところの中で補助対象事業以外の部分の３７分の補助金について今回減額をいたすと

ころでございます。

続いて、３目社会教育施設運営費４０万との減額でございます。これにつきましては

子育て学習センターの賃金でございまして、決算見込みにより減額をいたすものでござ
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います。

続きまして、２４ページをお願いいたします。６項保健体育費、１目保育体育総務費

３５万との増額でございます。これにつきましては時間外勤務手当の増額でございまし

て、７費２１号被害によるそれぞれの施設の修繕対応、そしてワールドマスターズ２０

２１対応などの新たな事業の事業量が発生したことによりまして今回その分の補正をい

たすものでございます。

続きまして、２目体育施設管理費４６万 ０００とにつきましては、温水プールに係

る備品購入費でございまして、ランニングマシンが突然故障をしてきたというところの

中で、それの購入に係る部分で不足になる部分を今回増額をいたすものでございます。

１３款災害復旧費で１項農林水産業費災害復旧費７０万との減額、そして２項公共土

木施設災害復旧費３１９万 ０００との減額、それぞれ事業費の確定によりますところ

の減額でございます。

２５ページ以降には給与費明細書を添付をいたしております。

そして最後の２８ページには、第３表、地方債補正のそれぞれの３月補正における増

減の内訳を記載をいたしております。

以上で詳細説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第１９ 第２７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１９、第２７号議案、平成２９年度神河町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第５号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）でござ

いまして、補正予算（第４号）以降補正要因が生じたものについて補正するものでござ

います。

補正の主な要因は、歳入では、国民健康保険税の決算見込みで ５８２万 ０００と 

の減額。次に、国庫支出金、国庫負担金のうち療養給付費等負担金８２５万との減額。

次に、高額共同事業負担金３５３万 ０００との減額。次に、国庫補助金のうち普通調

整交付金 ５０３万 ０００との増額。次に、県支出金、県負担金のうち高額共同事業 

負担金４３６万 ０００との減額。次に、高額医療費共同事業交付金 ３２８万 ００  

０との増額。次に、保険財政共同安定化支援事業交付金７４９万との減額。次に、基金

繰入金 ０２４万との増額でございます。
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歳出につきましては、保険給付費のうち移送費１３万 ０００との減額、諸支出金の

うち一般会計繰出金６０万との減額でございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６８万 ０００とを

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７と９２１万 ０００ととするもの

です。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

木住民生活課長。

○○民生○課長（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。それでは、詳細を説

明させていただきます。決算見込みに基づいて各科目の補正をしております。

それでは、予算事項別明細書６ページをごらんください。歳入の部、１款国民健康保

険税は、一般と退職、そして現年課税分と滞納繰り越し分の説明欄の中の３項目、医療

給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分について全て決算見込みによるもので、

税合計で ５８２万 ０００との減額。これは一般被保険者及び退職被保険者合わせて 

１００名近く減少したためでございます。

３款国庫支出金、１項国庫負担金の１目療養給付費等負担金は、今年度の変２申請額

を計上し、８２５万との減額。同じく過年度分は、前年度の負担金が確定し、追加交付

が見込まれるため９１万 ０００との増額。

２目高額医療費共同事業負担金は、歳出の共同事業拠出金の４分の１、９７７万 ０

００との交付額で確定をしておりますが、既に ０６０万 ０００とが入金済みとなっ 

ていますので、３５３万 ０００とを減額し、その超過交付分につきましては来年度で

の返還となります。

３目特定健康診査等負担金は、今年度申請額を計上し、７万 ０００との減額。

２項国庫補助金、１目財政調整交付金のうち普通調整交付金は、今年度の申請額を計

上し、 ５０３万 ０００との増額。 

２目特別調整交交付金は、対象となる事業が確定したことにより１１万 ０００との

減額。

６款県支出金、１項県負担金、１目高額医療費共同事業負担金は、歳出の共同事業拠

出金算定額の確定により４３６万 ０００との減額。

２目特定健康診査等負担金は、今年度申請額を計上し、７万 ０００との減額。

２項県補助金、１目財政調整交付金のうちの特別調整交付金は、健康づくり事業の内

容変２により６０万との減額。

２目国保育成指導費補助金は、補助額の確定により１７万 ０００との増額。

７款共同事業交付金、高額医療費共同事業交付金は ３２８万 ０００との増額、保 
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険財政共同安定化事業交付金は７４９万との減額は、いずれも決算見込みによるもので

ございます。

９款繰入金の２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金 ０２４万とは、歳入不足を

補うための計上でございます。

続きまして、８ページをお願いいたします。歳出の部、２款保険給付費、３項移送費、

１目一般被保険者移送費は、申請のあった案件が国保連合会の審査により適用外となっ

たことによる１３万 ０００との減額。

１０款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目国庫支出金返納金は、前年度の国

庫療養給付費等負担金の確定に伴い返還分を増額し計上するもので、４万 ０００との

増額。

２項繰出金、１目一般会計繰出金は、健康づくり事業の内容変２により６０万との増

額を行うものです。

これらによりまして、歳入歳出の補正額合計をそれぞれ６８万 ０００との減額とす

るものでございます。

なお、歳出の７款共同事業交付金、高額医療費共同事業交付金につきましては、決算

見込みでは ８７４万 ０００と、それに対して既に ２０４万との支払いをしており、  

また保険財政共同安定化事業交付金につきましても決算見込みでは２と ０６８万と、

それに対して既に３と６１３万との支払いをしており、歳出戻入をしなければ減額補正

ができません。３月末までに戻入される予定ですけれども、戻入されると合わせて ９

８８万との減額となりますので、実質の基金繰入金は本補正により ６１７万 ０００ 

ととなっておりますが、６３０万とほどとなります。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承願います。

・ ・

日程第２０ 第２８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２０、第２８号議案、平成２９年度神河町後期高齢者医

療事業特別会計補正予算（第５号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第５号）でご

ざいまして、補正予算（第４号）以降補正要因が生じたものについて補正するものでご

ざいます。

補正の主な要因は、保険料において、平成２９年度から後期高齢者医療費保険者とな
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る前日に被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置が９割から７割に制度改正が行わ

れたこと、また所得割の軽減率が特例的に５割軽減されていましたが、２割軽減に制度

改正が行われたことにより、保険料が当初見込みより増加したことによるもので、歳入

で、後期高齢者医療保険料５６２万 ０００とを増額し、歳出で同額を後期高齢者医療

広域連合納付金に計上するものでございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５６２万 ０００とを

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１と ６１６万 ０００ととするもの 

です。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第２１ 第２９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２１、第２９号議案、平成２９年度神河町介護保険事業

特別会計補正予算（第５号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第５号）でございま

して、補正予算（第４号）以降補正要因が生じたものについて補正するものでございま

す。

補正要因といたしましては、歳入において、第１号被保険者特別徴収保険料の増額、

次に、歳出が減額したことに伴う繰入金の減額を主なものでございます。

歳出においては、法改正システム改修を平成３０年度に繰り越したことによる減額。

次に、当初予定しておりました介護保険料普通徴収のコンビニ収納の取りやめによる減

額。次に、高齢者福祉計画及び第７期介護保険事業計画策定委託料の契約に伴う予算の

剰金の減額。次に、地域包括支援センター主任ケアマネジャーが１２月末退職による減

額とそれに伴う職員の時間外勤務手当の増額。次に、在宅医療・介護連携支援センター

委託料の減額。次に、介護給付費準備基金の増額が主なものでございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６３９万 ０００と

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４と ４７９万 ０００ととする 

ものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして健康福祉課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

します。
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○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

大中健康福祉課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。第２９号議案の詳細

について御説明申し上げます。

事項別明細書以下で説明させていただきますので、４ページをごらんいただきたいと

思います。補正については、決算見込みによる補正でございます。歳入でございます。

１款１項１目第１号被保険者保険料３９０万との増額でございます。この増額の要因は、

当初見込んでいました所得段階別被保険者の人数構成で積算しておりましたが、確定見

込みにより所得段階別の調定を修正した結果、第１号被保険者特別徴収保険料を約⒈５

％増額するものでございます。

８款１項２目一般会計繰入金、２節事務費繰入金については７６２万 ０００との減

額でございます。繰入金の主な減額については、まず１点目としまして、システム改修

委託料の減額。平成２９年度で予定しておりましたシステム改修費、利用者負担割合の

見直し、報酬改定などなどを平成３０年度に繰り越したためでございます。第２点目に

ついては、コンビニ収納システム導入の中止。理由としましては、大半の利用者が年金

からの特別徴収で、普通徴収の方はコンビニ利用をする方は極端に少ないということか

らです。第３点目としては、本年３月に策定いたします高齢者保健福祉計画及び介護保

険事業計画策定コンサルタント会社への委託料の契約金の不用額の減額でございます。

第３節から第５節については、決算見込みによる補正でございます。第４節地域支援事

業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）については、地域包括支援センター

の主任ケアマネジャーが１２月末に退職したことに伴って、そのものでございます。

詳細については、歳出の部分で御説明申し上げます。５ページをお願いします。歳出

でございます。１款１項１目資格管理費は２５３万 ０００との減額でございます。主

な要因は、先ほど申し上げましたシステム改修委託料の減額でございます。

２項１目賦課徴収費は２７０万との減額でございます。先ほど歳入のほうで申し上げ

たとおり大半の方が特別徴収であり、普通徴収の利用者が少ないということで、の要が

低いと見込まれることから導入を取りやめました。

第５項１目運営協議会費は２３９万 ０００との減額でございます。本年度は高齢者

福祉計画、第７期保険事業計画の策定に伴う年でありまして、入札を執行し、契約をし

た結果、予算に不用額が生じたため減額するものでございます。

３款３項１目地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活総合事業以外）８万 ０００

との減額については、本年１２月末をもって嘱託職員でありました主任ケアマネジャー

退職に伴う補正でございます。

５目在宅医療・介護連携推進事業費２５０万との減額補正については、在宅医療・介

護連携支援センターの業務委託については本年度から実施する予定で神崎郡３町が郡医

師会に委託し、公立神崎総合病院において運営する予定でございましたが、その職員で
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すね、社会福祉士の採用募集をしたところ応募がなく、何度も募集しましても応募がな

く、現在に至っており、在宅介護連携支援センターが設置されてはおりません。その不

用額を減額するものでございます。

４項１目審査支払い手数料１万 ０００とについては、決算見込みによる増額でござ

います。

５款１項１目介護給付費準備基金３８０万 ０００とについては、歳入から歳出を差

し引いた残額を基金に積み立ていたします。

６款１項２目償還金については、過年度分に係る国庫負担金償還金 ０００との増額

でございます。

以降給与費明細書を添付させていただいております。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第２２ 第３０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２２、第３０号議案、平成２９年度神河町土地開発事業

特別会計補正予算（第３号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第３号）でございま

して、補正予算（第２号）以降補正要因が生じたものについて補正するものでございま

す。

補正の理由は、しんこうタウン分譲地の次り払い見込みにより、２区画分の ５４２

万 ０００との土地次り払い収入を減額するとともに、同額を一般会計繰出金で減額す

るものでございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ ５４２万 ０００ 

とを減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ ３９９万 ０００ととするもの 

でございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第２３ 第３１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２３、第３１号議案、平成２９年度神河町産業廃棄物処
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理事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第２号）でご

ざいまして、補正予算（第１号）以降補正要因が生じたものについて補正するものでご

ざいます。

補正の主な内容は、歳入では、使用料及び手数料 ２６８万との増額で、建設残土補

等等入量が当初見込みの ０００トンから年度末見込みで２万トンと見込まれるためで

ございます。

歳出では、委託料２９０万との増額で、等入量の増及び除雪業務の追加による管理業

務の増のためです。使用料及び賃借料は３０万 ０００との増額で、等入量増に伴う住

石山陽採石株式会社の橋梁使用料の増であります。

基金積立金は ９４７万 ０００との増額で、等入量による増のうちの剰金額を積み 

立てるものでございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ２６８万とを追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ ８３７万 ０００ととするものでございます。 

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第２４ 第３２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２４、第３２号議案、平成２９年度神河町水道事業会計

補正予算（第４号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町水道事業会計補正予算（第４号）でございまして、補

正予算（第３号）以降補正要因の生じたものについて補正するものでございます。

補正の要因は、予算第３条の収病的収入の予定額で、営業収病では事業所等、加入金

等の増額により１６７万との増。

営業外収病では、長期前受け金戻入等により ９５８万 ０００との増。 

収病的支出の営業費用では、減価償却費、資産減収費が確定したことにより ２５７

万 ０００との増額。
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予備費で１０９万 ０００との減額。これらにより水道事業収病及び費用それぞれ４

と １３７万 ０００とといたします。 

次に、債務負担行為の補正で水道施設整備事業の期間を平成２７年度から平成３１年

度までとしておりましたが、一旦事業の区切りがついたため、平成２７年度から平成２

９年度までといたします。

限度額は変２ございません。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

中島上下水道課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課の中島でございます。それでは、第３２号

議案について詳細の説明をさせていただきます。

２ページをごらんください。収病的収入でございます。１款１項３目その他営業収病

で設計審査手数料は、当初１５件の見込みでしたが、新規加入件数の増加により７件分、

０００との増額。同様の理由により０工検査手数料を１万 ０００との増額。開０手 

数料、町道等占用申請作成手数料等もふえる見込みのため１０万 ０００との増額。手

数料合計は１３万の増額といたします。雑収病では、事業所等の新規加入金の増により

１５４万との増額。

２項３目消費税及び地方消費税還付金で決算見込みにより３７８万 ０００との減額。

４目長期前受け金戻入、２８年度取得の続定資産の長期前受け金戻入及び２９年度続

定資産除却に伴う長期前受け金の収病化分を増額するもので、内訳は国・県補助金７７

０万 ０００と、工事負担金３万 ０００と、受贈財産評価額は９１１万 ０００とで、  

長期前受け金戻入の合計で ６８５万 ０００とを増額いたします。 

５目雑収病、２９年度続定資産の取得の決算見込みにより６５１万 ０００と増額し

ます。

３項１目その他特別利病は、貸倒引当金の算出方法を貸し倒れ実績率から個々の滞納

状況による算出へ変２したことにより生じた差額を特別利病として戻入します。１２月

末の収納状況により２１万 ０００とを増額します。

４ページは収病的支出でございます。１款１目原水及び浄水費の修繕費は、未実施の

修繕費を減額します。

５目減価償却、２８年度取得続定資産の減価償却費が増額となったため、 ４８０万

０００との増額。

６目資産減収費、２９年度除却の続定資産が確定したことから ５２７万と増額しま

す。棚卸資産において破損や紛失などで実際の数値と帳簿上の数値との差異を計上する

ための費用として２０万とを追加計上します。
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４目予備費は ００９万 ０００との減額を行います。 

１ページに戻っていただいて、債務負担行為の補正でございます。債務負担行為の期

間を平成２７年度から３１年度までとしていましたが、一旦区切りがつくために平成２

７年度から平成２９年度までに期間を変２いたします。

５ページはキャッシュフロー計算書でございます。

以上で詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願いいた

します。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第２５ 第３３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２５、第３３号議案、平成２９年度神河町下水道事業会

計補正予算（第４号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町下水道事業会計補正予算（第４号）でございまして、

補正予算（第３号）以降補正要因の生じたものについて補正するものでございます。

補正の要因は、予算第３条の収病的収入の営業収病で、事業所等、加入金の増額によ

り２１０万との増額。

収病的支出の営業外費用では、決算見込みにより納税になる可能性があるため、消費

税を科目設定いたします。

予備費で２０９万 ０００とを増額し、これらにより下水道事業収病及び費用それぞ

れ７と ２４６万とといたします。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承願います。

・ ・

日程第２６ 第３４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２６、第３４号議案、平成２９年度公立神崎総合病院事

業会計補正予算（第４号）を議題とします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。
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本議案は、平成２９年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第４号）でございまし

て、補正予算（第３号）以降補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容としましては、収病的収支で公衆衛生活動収病において、要支援者などを

対象に通所型短期集中のじっくり貯筋教室を受託事業として実施しており、その受託事

業収病として１２０万とを計上いたしております。

他会計負担金として、一般会計からの繰入金において、今年度の決算見込みを立てる

中で、入院、外来とも患者数の減により収病が大幅に減る見込みとなることから、１と

とを増額しております。

消費税及び地方消費税還付金において、今年度、北館改築工事の出来高による支払い

額が大幅に減ったことから、消費税の還付金はなく、２５０万とを減額、逆に消費税の

支払いが生じることとなることから、医業外費用で消費税及び地方消費税において９７

６万 ０００とを増額いたしております。

これら収支差し引き額 ８９３万 ０００とを予備費に計上いたしております。 

資本的収支では、北館改築工事において、平成２９年度分の出来高見込みから、病院

増改築事業費の工事請負費を８と ２１１万 ０００と減額、これに伴います病院事業 

債を６と １００万と減額、一般会計からの出資金として受け入れます合併特例債分１

と ０９０万とを減額、国庫交付金事業の住宅・建築物安全ストック形成事業の交付金

額が確定したことにより２９万 ０００とを減額いたします。

また、医療機器購入において、企業債の額を確定させたことによって医療機器購入事

業債及び一般会計出資金で過疎債分をそれぞれ３８０万と減額いたしております。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院、藤原総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 広行君） 病院総務課、藤原でございます。それでは、

第３４号議案の詳細説明をさせていただきます。

まず、４ページをごらんいただきたいと思います。収病的収支におきまして、医業収

病、その他医業収病、公衆衛生活動収病で本年度役場健康福祉課からの受託事業として

要支援者などに対しまして当院の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が必要な機能

訓練を実施し、自立した生活を目指すため通所型短期集中のじっくり貯筋教室を実施し

ており、その受託事業収病として１２０万とを計上いたしております。

次に、他会計負担金としまして、一般会計からの繰入金で繰り入れ基準額内におきま

してこれまで合計４ととを繰り入れていただいてるところですが、今年度の決算見込み

を立てる中で救急患者の減などによりまして入院、外来とも収病が減っており、昨年と

数べまして大幅な減となる見込みから今回１ととを増額させていただいております。
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また、消費税及び消費税還付金において、今年度北館改築工事などで高額な工事請負

費を支出する見込みの中から当初で消費税の還付金があるものと予定しておりましたが、

本年度の出来高見込みの中から工事費が大幅に減ることにより消費税の還付金はなく、

２５０万とを減額。逆に、消費税の支払いが生じることとなることから、医業外費用で

消費税及び地方消費税において９７６万 ０００とを増額いたしております。

これら収入、支出の差し引き額８８９万 ０００とを予備費に計上いたしております。

６ページをごらんいただきたいと思います。６ページにつきましては資本的収支でご

ざいまして、先ほど申し上げましたが、北館改築工事におけます平成２９年度分の出来

高率において当初予算段階では出来高率が予測されなかったことから全体工事の月数割

で平成２９年度分を予算化しておりました。今回平成２９年度分の出来高見込みにより

まして本年度工事請負費が１と ４９６万とになることから、病院増改築事業費、工事

請負費を８と ２１１万 ０００と減額。これに伴います企業債が１と ４８０万とに  

なることから、病院事業債を６と １００万と減額及び一般会計からの出資金として受

け入れます合併特例債分工事費の４分の１以内の ３７０万とになることで１と ０９ 

０万とを減額。国庫交付金事業の耐震交付金事業で ０２５万 ０００とと確定したこ 

とによりまして、２９万 ０００とを減額いたします。また、医療機器購入におきまし

ては、本年度購入分が完了し、企業債の金額が確定したことにより医療機器購入事業債

及び過疎地域の指定を受けたことによります病院分として医療機器の購入につきまして

一般会計出資金で過疎債分をそれぞれ３８０万と減額いたしております。

以上、詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第２７ 第３５号議案から第４７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２７、第３５号議案から第４７号議案、平成３０年度各

会計予算を一括議題といたします。

町長の所信表明並びに第３５号議案、平成３０年度一般会計予算の提出者の説明を求

めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、第８３回神河町議会定例会の開会に当たりまして、

平成３０年度の予算並びに諸議案の御審議にあわせて、私の町政に対する所信の一端を

申し述べ、議員各位並びに町民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。

私は、昨年１１月１９日に執行されました神河町長選挙におきまして、町民の皆様を

初め、各方面の皆様から温かい多くの御支援を賜り、三たび町政運営の重責を担わせて

いただくことになりました。まことに光栄であるとともに、改めて、その重責に身の引

き締まる思いでございます。
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さて、昨年度は、最重要施策として上げました、ＣＡＴＶ光ケーブル化・超高速ブロ

ードバンド基盤整備事業を４月に、公立神崎総合病院北館改築事業を７月に工事着手し

ました。また、峰山高原スキー場整備事業につきましては、国内１４年７りの新設スキ

ー場峰山高原リゾートホワイトピークが１２月１３日に０工式、同月１６日にオープン

をし、御家族連れの来場者を中心に、大変なにぎわいを見せているところでございます。

本定例会開会の挨拶でも申し上げましたが、２月２４日、シーズン終了の１カ月早く目

標の５万人を達成することができました。さらに、銀の馬７道が鉱石の道とともに文化

庁の日本遺産に認定されたことにあわせ、大黒茶屋を活用した道の駅「銀の馬７道・神

河」が国土交通省の認定を受け、１１月２５日にオープンをし、既に入場者４万 ００

０人を超え、銀の馬７道エリアに付加価値と新たなにぎわいの拠点が誕生するなど、神

河町の地域創生へ向けた事業が目に見える形となり、神河町の知名度、認知度のアップ

を含め、実のある１年であったと確信しております。

今後の政策課題としましては、引き続き、今進めています地域創生総合戦略に基づく

事業をさらに強力に推し進めること及び平成３１年度からの第２次神河町長期総合計画

の策定を町民の皆様と一緒に完成させることにあります。そして、交流から定住、「住

むならやっぱり神河町」のキャッチフレーズのもと、神河町の魅力に磨きをかけ、高齢

者福祉を初め、教育・子育て・若者定住施策を中心に、安心して暮らせるまちづくり、

みんなが活躍できるまちづくり、未来に希望が持てるまちづくり、その他重要事業を基

本政策として、行ってみたい・何かを始めたい・大自然の魅力・元気いっぱいの神河町

づくりに向け、さらなる皆様の信頼と期待にお応えするため、いま一度気を引き締め、

初心を忘れず、これまで以上に研さんを積み、新たな決意と情熱を持って、より一層の

町政発展に全身全霊、力いっぱい取り組んでまいる所存であります。

次に、国の動向について説明をさせていただきます。

平成２９年度の我が国の経済を見てみますと、アベノミクスの推進により、雇用・所

得環境の改善が続く中で、緩やかな回復基調が続いています。他方、平成３０年度の経

済の先行きについては、海外経済の回復が続くもとで、平成３０年度の経済財政運営の

基本的態度の政策効果も相まって、雇用・所得環境の改善が続き、経済の好循環がさら

に進展すると期待される中で、民のを中心とした景気回復が見込まれています。

そのような経済情勢の中、取りまとめられた平成３０年度の国の予算案は、高齢化と

北朝鮮情勢の緊迫化を背景に、年金や医療などの社会保障関係費や防衛費が増大したこ

とにより、対前年度数３％増の９７と １２８ととと６年連続で過去最大を２新して

おります。

予算案と同時に決まった地方財政対策の計画額は、対前年度数３％増の８６と ０

００ととであり、その安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額は、子ども・子育

て支援等の社会保障費や、まち・ひと・しごと創生事業費等が適切に計上されたことに

より、対前年度数１％増の６２と １５９ととと平成２９年度地方財政計画を上回る
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額が確保され、過去最高額となっております。そのうち地方交付税の総額は、対前年度

数⒉０％減の１６と８５ととが確保されました。

去る１月２２日には安倍内閣の施政方針が示され、少子高齢化という国難とも呼７べ

き危機を克服し、新たな国づくりのため働き方改革、生産性革命、地方創生、外交・安

全保障の断行を掲げ、５０年、１００年先の未来を見据えた国づくりについて、国会の

場で議論を深め、前に進めていくとの決意を表明され、大いにその実行力、リーダーシ

ップに期待するところであります。

次に、神河町の財政状況でございます。

続きまして、平成２８年度決算における神河町の財政状況では、財政の健全性を示す

健全化判断数率はいずれも早期健全化判断基準を下回り、着実に改善してきております。

特に、実質公債費数率は、平成２６年度で１８％未満となって以降、改善傾向にありま

す。また、一般会計の財政調整基金の平成２８年度末残高は１８と ２８２万ととなり、

合併特例債を活用したまちづくり基金の残高１０と ９８０万ととあわせて、財政基盤

の強化を図ってまいりました。

このように健全化判断数率の指標等において明るいとしが見られる一方、財政構造の

弾力性を示す経常収支数率は９⒉４％と、前年度より⒈４ポイント悪化しており、依然

として類似団体より高い水準で推移していることから、年々財政の硬直化が顕著となり、

厳しい財政状況となっております。今後も、普通交付税の段階的縮減及び国勢調査人口

の減少により、普通交付税、町税等の一般財源収入が減額していくことから、予断を許

さない厳しい状況が続くものと推測しております。

そのような状況の中、さきに述べました政策課題であります神河町の地域創生と財政

の健全化の両立に向け、第２次神河町行財政改革大綱に基づく実施計画の不断の取り組

みにより、財政負担の軽減と平準化を行うことで、予算総額及び一般財源額を縮小し、

事務事業の選択と集中による予算の重点化を行うことで、限られた予算の範囲内で最大

限の効果を図る必要があると考えております。

平成３０年度の町政運営についてでございますが、地域創生総合戦略、過疎地域自立

促進計画に基づく事業のさらなる進展を最優先に、長期総合計画の後期基本計画に掲げ

る主要施策と一体的に展開することを基本とし、３期目の基本政策である、安心して暮

らせるまちづくり、みんなが活躍できるまちづくり、未来に希望が持てるまちづくり、

その他重要事業の実現に向けて着実に取り組んでまいります。

そして、町長就任以来、私が基本としております町民の皆様一人一人との対話や集落

懇談会を通しての行政情報の発信、意見交換などを大切に、常に耳を傾け、町政の推進

に当たってまいります。

町民の皆様におかれましては、常に町政に関心を持っていただくとともに、自分たち

もまちづくりの担い手であるという意識を持っていただくようお願いするものでありま

す。ともに協働しながら「ハートがふれあう住民自治のまち」の実現と、そして行って
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みたい・何かを始めたい・大自然の魅力・元気いっぱいの神河町づくりに向けて、町民

の皆様と一緒になって取り組んでまいります。

平成３０年度の予算編成について基本的な考えを申し上げます。

平成３０年度の一般会計当初予算の総額は、対前年度数８と４００万と、⒏８％増の

９９と ０００万とと、合併後、最大の予算案を編成いたしました。

歳出につきましては、これまで人口減少対策として神河町独自で創設して実施してき

ました施策や、教育・子育て・若者定住施策を中心に、子育て世代への支援を拡充、加

えて高齢者福祉を初め、地域経済の活性化、町民の安心・安全などのためのさまざまな

事業予算を見直しながら計上するとともに、引き続き町民生活に必要不可欠な行政サー

ビスの経費については、確実に予算を計上したところであります。

その中でも特に、継続して実施している最重点施策であります、神河町地域創生事業、

公立神崎総合病院北館改築事業、ＣＡＴＶ光ケーブル化・超高速ブロードバンド基盤整

備事業に重点配分を行いました。あわせて、過疎地域自立促進計画の施策については効

率的な財源充当のもと、計画的に実施可能なものを事業化し、予算に反映したところで

す。また、区からの要望事業についても、引き続き予算を計上しております。

歳入につきましては、町税、普通交付税ともに平成２９年度決算見込みを基本に減額

を見込んでおり、不足する一般財源については、財政調整基金の繰入金の増額や地方債

などにより、財源確保を行ったところです。

本予算の執行に当たりましては、効果的、効率的な予算執行に努めてまいります。

次に、主要施策の取り組みについて御説明します。

これから、御審議をいただきます、平成３０年度当初予算案は、別冊のとおりでござ

いますが、ここでは最重点施策と長期総合計画の６つのまちづくりの柱に沿ってその主

な概要を説明いたします。

最初に、最重点施策についてでございます。

最重点施策の第１として、神河町地域創生事業であります。

神河町の地域創生につきましては、実行３年目を迎え、引き続き神河町地域創生総合

戦略の事業一覧表、いわゆるアクションプログラムの４つの基本項目に沿って、実施事

業の検証の中から見直し、拡充を行い、地方創生推進交付金などの国や県の補助金を最

大限に活用しながら、設定しましたＫＰＩ（重要業績評価指標）の目標の実現に向け、

全力で実施してまいります。

続きまして、基本項目に沿って御説明いたします。

基本項目第１の「豊かな自然を活かし、安定した仕事を創造する」では、神河町にお

ける安定した仕事づくりを基本目標に、平成３１年度の町内新規就業者数２００人の実

現に向け、引き続き、企業誘致、新規創業・事業拡大に対する支援、６次産業化や循環

型農業への取り組みへの支援、かみかわブランドの発掘やＰＲなどを進めてまいります。

また、魅力ある観光地づくりと情報発信の一環として、観光施設に公衆無７ＬＡＮを順
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次設置してまいります。

基本項目第２の「地域の魅力を高め、交流から定住へとつなげる」では、居住環境の

形成、まちづくりをさらに進めていくことを基本目標に、平成３１年度の２０歳以上の

人口の社会増減数ゼロの実現に向け、引き続き、シングルマザーの移住支援、ＵＪＩタ

ーンでの移住引っ越し費用の一部助成、転入した際に必要となるＣＡＴＶ、上下水道の

加入負担金の免除、若者世帯に対する家賃や住宅取得費用、リフォーム費用の一部助成、

集落支援員や地域おこし協力隊による交流や地域での仕事づくりなどから定住促進を図

る取り組みなどを進めてまいります。また、移住コーディネーターによる移住相談の充

実とともに、空き家情報を初めとして、神河町での暮らしをサポートする移住支援策の

情報発信に今まで以上に力を注いでまいります。

基本項目第３の「希望をもって結婚・出産・子育てできる社会を実現する」では、安

心して子育てできる環境を提供していくことを基本目標に、平成３１年度の合計特殊出

生率⒈５６、出生数８０人、就業と子育ての両立できる人の割合８０％の実現に向け、

引き続き、出会いの機会を提供する縁結び事業、安心して出産していただけるように妊

婦の健康診査や不妊治療への助成、出生届の際のお祝い品の贈呈、保育所・幼稚園の利

用者負担金の軽減、中学３年生までの医療費無料化を高校生等まで拡大、保護者の仕事

と育児を支援するための学童保育と放課後子ども教室などの強化にも取り組んでまいり

ます。

基本項目第４の「安心して過ごせる豊かな暮らしを創造する」では、安心で生きがい

のある暮らしが実現できる環境や、地域の人々と触れ合い、地域を深く知る機会を提供

していくことを基本目標に、平成３１年度の住んでよかった、生まれてよかったと感じ

る住民の割合９０％、生きがいを持っている高齢者の割合５５％の実現に向け、引き続

き、村・地域・町を守ろう教育の推進と、中学２年生を対象とした子どもの夢を叶える

事業の実施、そして高齢化社会へのきめ細かな対応に取り組んでまいります。

続きまして、最重点施策の第２として、公立神崎総合病院北館改築事業。これは公立

神崎総合病院事業会計で予算計上しております。

地域住民の安心・安全のよりどころである公立神崎総合病院は、地域になくてはなら

ない病院であるという共通認識のもと、神河町の重要な地域創生事業として、現在、北

館改築基本構想・基本計画に基づいた北館改築工事に着手しております。地域の中核病

院として、必要な診療機能への対応、療養環境の向上、効率的な病院運営、魅力ある環

境づくりを基本に、市町村合併特例事業債等を有効に活用しながら、平成３１年度末の

完成に向け、その改築事業費の予算を計上し、取り組みを進めております。

続きまして、最重点施策の第３として、ＣＡＴＶ光ケーブル化・超高速ブロードバン

ド基盤整備事業であります。

ＣＡＴＶの今後の運営につきましては、公設民営を基本に、現在、旧神崎町エリアの

伝送路の光ケーブルへの２新とあわせ、全町域を対象に必要な設備２新の整備工事に着
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手しております。また、平成３１年度からの指定管理者制度への移行を目指しており、

市町村合併特例事業債等を有効に活用しながら、平成３０年度末の完成に向け、その整

備事業費の予算を計上し、取り組みを進めております。

次に、長期総合計画の６つのまちづくりの柱についてでございます。

まちづくりの柱の第１は、「子どもたちが愛情にまもられて育つまちづくり」であり

ます。

本町の出生数は、平成２７年が７０人、平成２８年が７１人と一時増加傾向となった

ものの、平成２９年では５３人と減少していることから、より効果的な施策を見きわめ

ながら、安心して子供を産み育て続けられる環境づくりに向け、町と関係者間の連携、

協力のもと、引き続き総合的な対策を強力に進めてまいります。

子育て支援の充実につきましては、特に現在実施しています中学３年生までの医療費

の無料化を高校生等まで拡大し、保護者の負担軽減を図ってまいります。

妊娠期から子育て期にわたるまでの包括的なサポートでは、子育て世代包括支援セン

ターでのワンストップ窓口における切れ目のない支援の充実を図ってまいります。

病児・病後児保育につきましては、現在着手しています公立神崎総合病院の北館改築

事業にあわせ、病院と連携しながら早期実現に向けた取り組みを引き続き行ってまいり

ます。

健やかに子供が育つ保育所や幼稚園での保育や教育につきましては、子ども・子育て

支援事業計画を基本に、幼稚園と保育所の位置づけや方向性なども含め、子ども・子育

て会議での協議を重ね、ニーズに応じた質の高い保育や教育の提供に努めるとともに、

現在の保育所定員の拡大・受け入れ体制の充実を図ってまいります。また、保育料につ

きましては、子育て世帯の負担軽減を引き続き行ってまいります。

学校教育につきましては、神河町総合教育会議で示された教育の方向性並びに第２期

かみかわ教育創造プラン、平成２８年から３２年度の基本理念「ふるさとを愛し ここ

ろ豊かで 自立した 神河の人づくり」を基本に、神河町の将来のまちづくりを担う子

供が安心して快適に学べる学校施設の整備や、いじめや不登校等への問題に対応するた

めのスクールソーシャルワーカー事業など、よりよい教育環境への充実を図り、ふるさ

と郷土への愛着と誇りを持った心豊かな人材を育んでまいります。

学校の適正規模、適正配置につきましては、小規模校である越知谷と長谷の２小学校

の今後のあり方について、地域・ＰＴＡ・学校・行政を交えた考える会での協議を継続

して行ってまいります。

小学校における教科学習の推進につきましては、道徳教育、そして英語学習を充実し

てまいります。

地域創生事業での村・地域・町を守ろう教育の一環として取り組んでいる日本一の学

校づくりにつきましては、特に、２年目となるプログラミング教育を先取りしたＰｅｐ

ｐｅｒ社会貢献プログラムによる、児童・生徒の論理的思考力や問題解決力、創造力を
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より一層養うための教育を進展させるほか、神河町の自然を生かした峰山高原スキー場

でのスキー体験活動を予定しており、神河町でしか体験できない特色ある教育活動を積

極的に継続して取り組んでまいります。

学校給食につきましては、地産地消のもと地域の食材を活用し、栄養バランスのとれ

た安全・安心な食事を提供してまいります。また、給食費の滞納徴収については適切に

対応してまいります。

神河町の将来を担う青少年の健全育成では、青少年補導委員会を中心に地域住民の皆

様の連携協力のもと行っている補導及び防犯のパトロールにつきまして、新たに導入し

ました防犯パトロール７、青パト３７を神河中学校、神崎・寺前小学校へ配備し、その

活動の充実、強化を図ってまいります。

まちづくりの柱の第２は、「誰もが生きがいと安心を感じて暮らすまちづくり」であ

ります。

本町においては人口減少と少子化の影響により高齢化が進み、人口に占める６５歳以

上の割合が平成３０年１月末時点において前年数９ポイント増の３⒋９％に達し、他

市町に数べ一段と速いペースで超高齢化社会が進行しております。引き続き、何歳にな

っても元気で生活が送れるよう、地域住民との連携、支え合いを基本とした保健・医療

・福祉の充実を図りながら、健康長寿のまちづくり、そして誰もが安全・安心を感じら

れる地域社会の実現に向けた各種の施策を実施してまいります。

支庁舎での総合窓口サービスと保健福祉サービスにつきましては、より一層、町民の

皆様に満足していただけるように充実してまいります。

高齢者の暮らしを支えるための取り組みにつきましては、介護予防教室の開催、老人

クラブ活動・地域住民グループ活動への支援、人生いきいき住宅助成事業などの施策を

継続して実施してまいります。

国民健康保険事業につきましては、制度の改正に伴い、本年４月から県下の国保財政

を一本化し、事業の広域化を図ることで、より一層の健全な運営を目指してまいります。

また、国民健康保険被保険者の健康を保持、増進するため、課題を分析しながら、より

効果的な保険事業に取り組んでまいります。

介護保険制度における介護予防・生活支援につきましては、引き続き総合事業の取り

組みの中で、援護を必要とする方のニーズを把握しながら介護予防・生活支援サービス

を提供するとともに、認知症高齢者に対する地域での見守りや相談等にしっかりと取り

組んでまいります。社会福祉協議会に委託している生活支援コーディネーター業務では、

引き続き、各区における地域課題の掘り起こしとその対策を考えていくことを目的とし

た生活支援協議体の設立等に向けた取り組みを進めてまいります。

介護に従事する介護福祉士等の不足が喫緊の課題となっていることから、その資格の

取得に係る費用の一部を助成していくこととしております。また、外国人雇用の可能性

調査を行うとともに、国際交流も積極的に進めてまいります。
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地域包括ケアシステムの推進につきましては、高齢者が可能な限り住みなれた地域で

自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、町と関係者間の連携・協

力のもと、より適切な支援、サービスを提供していくために引き続き、在宅医療・介護

連携推進協議会における３つの部会で協議、検討した具体策を段階的に実施してまいり

ます。また、神崎郡内３町と神崎郡医師会の連携による在宅医療介護連携支援センター

業務の委託を神崎総合病院と予定をしており、社会福祉士を募集しております。

障害者福祉の取り組みにつきましては、平成２９年度で策定しました障害者計画、第

５期障害福祉計画等に沿った事業を展開するとともに、自立支援給付や地域生活支援等

の福祉サービスの提供に当たっては個々のニーズに対応できるよう、町社会福祉協議会

による拠点施設整備や民間による施設整備への支援、適切なサービスの利用を進めてま

いります。

後期高齢者医療事業につきましては、広域連合と連携しながら、適正な実施に努めて

まいります。

町民の皆様の健やかな生活を支える保健・医療の取り組みにつきましては、町民みず

からの自主的な健康づくりに取り組む意識の形成を図るとともに、町が実施する健康づ

くり事業や健診への参加者の増加を図り、医療費の抑制につなげてまいります。また、

定期的な各種健康診査、がん検診、予防接種、各区に出向いての健康教室・相談などは

引き続き実施するとともに、公立神崎総合病院との連携を進めてまいります。

公立神崎総合病院につきましては、地域の医療を担う中核病院として、現在、着手し

ている北館改築工事にあわせ、引き続き、医療体制、特に医師確保に努めるとともに、

老朽化した医療機器の２新や新しい機器を導入しながら、診療機能の質的向上を図って

まいります。また、改革プランに基づき、周辺病院とのネットワーク化等により、患者

の皆様のニーズに応えられる病院づくり、より質の高い医療の提供に努めるとともに、

喫緊の課題である健全経営に向けた経営改善に取り組んでまいります。

消防・防災につきましては、近年、多発している自然災害に備え、地域の防災力を高

めるとともに、総合的な防災対策の基本である神河町地域防災計画を現状に即したもの

に見直し、改定してまいります。

また、地域防災のかなめとして町民の生命と財産を守るという大きな使命を担ってい

る消防団のさらなる防火防災体制を強化していくとともに、初期消火活動に必要な消防

施設設備の整備や、消防団員が安心して活動できるための装備備品の充実を進め、あわ

せて団員の確保に努めてまいります。

現在、運用中の防災行政無７につきましては、迅速に、正確な情報伝達に努めるとと

もに、電波の受信が弱い地域の電波調査を実施し、その解消に向けて取り組んでまいり

ます。

地域における夜間の防犯対策につきましては、町の基本施策である温室効果ガスＣＯ

２ 削減を目標として、省エネ効果が高く、長寿命で経済的な防犯灯のＬＥＤ化を進めて

－８４－



おり、ＬＥＤ電球への切りかえに係る補助金を引き続き予算化するとともに、犯罪の抑

止、防止に努めてまいります。

住民生活道路である町道の除雪につきましては、除雪７両の追加配備を行いながら、

緊急時の出動への協力や連携の体制整備を図り、今後の積雪にしっかりと備えてまいり

ます。

まちづくりの柱の第３は、「地域費土と調和した生活・文化を育てるまちづくり」で

あります。

人口減少が続いている本町にとって、地域の活力を維持していくためには、神河町に

住んでいる若者に将来にわたって住み続けたい町になることが非常に重要であり、最大

の課題であることから、これまで進めてきました若者定住施策のＰＲ・広報に重点を置

きながら、若者世帯への支援を引き続き強力に実施していかなければならないと考えて

おります。加えて、地域創生事業での移住支援を積極的に展開し、移住者の増加につな

げてまいります。

また、今後、あらゆる世代の住民の皆様に、引き続き、神河町に住み続けていただく

ため、生活環境の整備や公共交通・ＣＡＴＶ、そして道路・橋梁・上下水道などのイン

フラの基盤整備は重要な課題でありますので、それらの施設・設備の改修や適切な維持

管理により一層努めてまいります。

公共交通につきましては、町民の移動手段であるコミュニティバス運営において、高

齢者や障害者等に優しい新規７両の導入を図りながら、利用しやすい運行に努めてまい

ります。また、長谷地域住民が一体となり、公共交通の大きな柱であるＪＲ播但７長谷

駅が今後も存続することを目指し、長谷駅利用促進計画に基づいた事業展開への支援を

行ってまいります。

道路につきましては、町民の生活道路としての安全確保の面からも、町道の維持補修

工事並びに新設改良工事については区要望も含め、過疎対策事業債等を活用し、確実に

進めてまいります。特に、町道作畑・新田７は辺地対策事業債を基本に、他の財源も活

用することで進捗アップを図り、早期完成に向け全力で取り組んでまいります。

橋梁につきましては、引き続き、長寿命化修繕計画に基づいて修繕工事を着実に実施

してまいります。

住宅施策につきましては、２新したマスタープランを基本に今後取り組んでまいりま

す。また、公共施設等総合管理計画に基づいた町営住宅の維持管理の取り組みでは、平

成３０年度で柏尾団地の建てかえ工事を行います。また、しんこうタウン及びクライン

ガルテンカクレ畑の分譲につきましては、紹介者への報奨金制度を大いに活用する中で

早期完次に向けて販次促進を図ってまいります。

適切な管理が行われていない老朽化した危険な空き家等につきましては、空き家を適

正に管理するための条例に基づき設置しました協議会を中心にその対策に向けて取り組

むとともに、空き家等の実態調査を行い、データベース化を行ってまいります。
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空き家を活用した町営住宅の整備につきましては、空き家を借り受け、町営住宅とし

て改修整備する計画を進めてまいります。

水道事業につきましては、平成２８年度で策定しました経営戦略に基づいた施設の管

理運営に取り組んでいくとともに、簡易水道と上水道との統合による機械類の２新を引

き続き実施してまいります。

下水道につきましては、平成２８年度で策定しました経営戦略に基づいた施設の管理

運営に取り組んでいくとともに、施設の効率化と維持管理コストの削減を目的とした施

設の統廃合、長寿命化について、その計画を地元住民へ説明を行い、事業を着手してい

く予定としております。

神河町の文化財を活用した地域づくりの推進につきましては、神河町歴史文化基本構

想において保存活用地域として指定している銀の馬７道沿７区域、福本遺跡を核とした

関連遺跡区域の２区域の具体的な保存活用計画を基本にしながら、歴史的景観建造物や

福本遺跡の保存整備など、その実現に向けて進めてまいります。

生涯教育や芸術・文化の振興につきましては、公民館を拠点に神河シニアカレッジや

公民館教室に新たな教室を設け、引き続き学習機会を提供していくとともに、一般公演

についても町民の皆様に喜んでもらえる内容を検討しながら開催してまいります。

中央公民館につきましては、昨年度採択を受けた公共施設の温室効果ガスのＣＯ２ 削

減を目的に、削減効果の高い省エネ機器・設備を導入するカーボンマネジメント強化事

業により、空調・照明設備の２新工事を行ってまいります。

社会教育・社会体育施設につきましては、各施設の運営に支障を来さないよう配慮し

ながら、住民の皆様に、日ごろからの健康づくりの拠点として利用していただけるよう

適切な維持管理に努め、さらには、各種教室やスポーツ大会の開催を通じて、スポーツ

の振興にも取り組んでまいります。

まちづくりの柱の第４は、「美しい自然を守り豊かな産業を創造するまちづくり」で

あります。

本町の豊かな自然や地域資源を生かした、農林業・商工業の連携による６次産業化の

推進、そして収量アップにつながる農業の実現による農業再生に向け、全力を注いでま

いります。

仕事づくりにつきましては、起業や創業に対しての支援、企業誘致の推進による働き

場所の確保、新たなかみかわブランドの発掘やそのＰＲなどを引き続き展開してまいり

ます。また、多くの来場者でにぎわいを見せているスキー場及び道の駅を拠点に町内観

光施設への誘導、波及効果の拡大に向け、町商工会と連携しながら取り組んでまいりま

す。

農業につきましては、改正農業委員会法による新たな農業委員会の体制のもと、神河

町地域農業再生協議会と協調しながら、農業の活性化と再生に今まで以上に力を注いで

まいります。とりわけ、アグリイノベーション事業については、当初は、牧場誘致によ
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る堆肥化事業を展開すべく、大河地内に候補地を求め、大河区役員様を窓口にしながら

慎重に展開を図ってまいりました。当初予定の事業者が断念した後も大手食肉卸次業者

にも声をかけ、何とか牛ふん堆肥を活用した農業展開へ交渉を進めましたが、残念なが

ら最終的には、当町が考える事業規模での進出は難しいとの判断から、成約には至りま

せんでした。

そのような中で、このたび、国内で唯一、生産から販次までの独占特許を持つ企業か

ら、神河町内でのまるしいたけ生産をぜひ実施したいとの申し出を受けています。この

まるしいたけは、御存じの皆様も多いかと思いますが、テレビでも取り上げられており、

茎の部分がかさに包み込まれた大変栄養価の高い産物で、幅広く料理に使用できるだけ

でなく、特許権を有していることから生産調整も独自に行える上に販路も確保されてい

ます。そしてこの事業展開は、神河町が企業誘致事業として、貸し工場を整備、賃貸す

ることにより過疎債の適用を受けることができます。

そこに生産から販次までの特許を持つ企業がまるしいたけ事業を展開することで、神

河町農業に新たな分野が加わるだけでなく、地元雇用はもちろんのこと、廃菌床の堆肥

化に至る農業展開としても期待ができるもので、まさしく官民一体となった農業分野に

おける地域創生事業であります。

そして４月からは、法人化いたしましたアグリイノベーション神河株式会社とも連携

しながら、アグリイノベーション事業と集落営農組織との連携をさらに強化し、循環型

農業への取り組みを進めてまいります。また、主食米以外の生産拡大や農業経営法人化

への支援、人・農地プラン策定への支援、米安定確保対策など、あわせて有害鳥獣であ

る猿・鹿・イノシシの捕獲対策の一層の強化を図りながら、安全で良質な農産物の生産

拡大並びに農地保全の取り組みを引き続き積極的に展開してまいります。

林業の活性化と再生につきましては、森林管理１００％事業による計画的な等出間伐

と作業道開設とともに、造林事業の補助を受けられない間伐や等出等の森林施業に対す

る町独自の補助事業を一体的に実施してまいります。あわせて、若者世帯の住宅取得及

びリフォームの補助事業に町内の製材業者から地域材を調達した場合の補助金を加算し、

地域内循環を促進してまいりたいと考えております。また、町営住宅柏尾団地の建てか

えに当たり、県が開発した高強度はり仕口Ｔａｊｉｍａ ＴＡＰＯＳ（但馬テイポス）

を公営住宅では初めて採用し、構造材に町産材を使用し、町産材のさらなるの要拡大を

図ってまいります。さらに、早生樹種であるセンダンの育成、そして紙幣等の原料にな

るミツマタの生産、出荷等に引き続き取り組んでまいります。

水産業の活性化と再生につきましては、漁業組合や漁業者、ＮＰＯ団体等が行う新た

な取り組みへの支援を行うとともに、関係者と連携しながら一体的に推進してまいりま

す。

ごみ処理につきましては、中播北部クリーンセンターのＲＤＦ施設を最長１０年間の

稼働延長により運営しております。現在、次期ごみ処理施設の整備について神河町・市
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川町・福崎町の神崎郡３町と事務組合の検討委員会において、新施設の建設スケジュー

ルや場所の選定方法等を中心に検討、協議を重ねており、平成３０年度では建設候補地

の公募に向けて取り組んでいくこととしております。

また、生ごみの減量化については、新たに設けた生ごみ減量協議会を中心に減量に向

けた対策に取り組んでまいります。あわせて、コンポスト導入による生ごみ減量への啓

発、周知を図りながら、その購入への補助を行い、収集ごみの減量化を推進してまいり

ます。

まちづくりの柱の第５は、地の利を生かした交流を促進するまちづくりであります。

本町は、兵庫県のほぼ中央に位置し、京阪神から約１時間３０分、姫路から約４０分

と良好なアクセス環境にあります。また、兵庫県は神戸・姫路・城崎をつなぐ周遊コー

スをひょうごゴールデンルートと名づけ、訪日外国人観光客へアピールされており、本

町もそのルート上に位置していることから、今まで以上に県や関係機関と連携しながら

インバウンド観光に力を注いでまいりたいと考えております。あわせて、四季を通じた

魅力あふれる神河町をリニューアルした町ホームページ、観光ナビにより、これまで以

上に町内外へ強力にＰＲ、発信していきながら、観光交流人口１００万人を切り口に、

交流から定住をキャッチフレーズに、観光交流センターを拠点に観光協会、観光施設指

定管理者、行政、そして関係する事業者と連携しながら引き続き、全ての世代の方に楽

しんでもらえる観光地を目指して取り組んでまいります。

峰山高原スキー場につきましては、来場者を約５万人と見込んでスタートしたところ、

本年２月１２日現在の来場者は４万 ０００人のりとなり、２月２５日には５万人を達

成をし、当初の予想を超えてのにぎわいを見せているところであります。これを契機に、

兵庫県神河町峰山高原リゾートホワイトピークをブランド化するとともに、さらなる知

名度アップに取り組んでまいります。また、年間を通した利用促進におきましても、引

き続き、指定管理者の株式会社マックアースと連携し、充実した施設の活用プログラム

をつくり、より効果のある方策や手段をとりながらＰＲ活動や情報発信を進め、集客に

努めてまいります。さらに、今後の施設整備や来場者への対応につきましては、改めて

検証していく中でゲレンデ、駐７場、アクセス道路、そして除雪対策などについて関係

者間で協議、検討しながら、よりよい施設となるよう進めてまいります。

道の駅「銀の馬７道・神河」につきましては、本年２月１２日現在の来場者は４万

０００人のりとなり、多くの方でにぎわいを見せております。今後は、この道の駅から

中村・粟賀町の歴史景観形成地区への人の流れをつくり、付加価値を高めることで、歴

史文化と観光振興の保存から活用を推進してまいります。

神河のにぎわいづくりにつきましては、越知川名水エリア、銀の馬７道エリア、大河

内高原エリアの３つのエリアにある観光施設・資源を最大限に活用しながら、それぞれ

の施設において独自のサービス向上を図り、より魅力ある観光地・施設として町内外に

発信してまいります。また、観光施設における公衆無７ＬＡＮの環境整備についても引
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き続き取り組んでまいります。

まちづくりの柱の第６は、「住民・地域のやる気が活きるパートナーシップのまちづ

くり」であります。

町長懇談会における行政情報の発信と、町民の皆様との直接対話での意見や要望をよ

りよいまちづくりのためにしっかりと生かしてまいります。

特に本年度は、平成１９年３月に策定した第１次神河町長期総合計画の最終年度であ

り、その総括を行いながら、次のまちづくりの指針となる第２次の計画策定に町民の皆

様とともに取り組んでいくこととしております。

また、旧粟賀小学校跡地の活用方策の提案を受けるＰＦＩ事業につきましては、行政

と地域住民が一緒になっての協働のもと、よりよい計画となるよう引き続き、事業化の

実現に向け精力的に進めてまいります。あわせて、住民・地域・企業との連携のもと、

行政への参画と協働により男女共同参画社会の実現に努めてまいります。

情報発信につきましては、町民の皆様によりわかりやすい広報づくりに努めるととも

に、町ホームページを通して町内外に町政やイベントなどの情報を適時適切に発信し、

町民の皆様の生活に有用な情報提供に一層努めてまいります。

町民の皆様から納付いただいております町税につきましては、的確な課税客体の把握

により公平公正な課税を行ってまいります。また、適切な滞納処理を行うとともに、徴

収率アップへの取り組みを強化してまいります。

住民サービスの充実につきましては、本年４月からコンビニエンスストアにおいてマ

イナンバーカードを利用して住民票などが取得できるようになります。コンビニエンス

ストア及びクレジットカードで町税や上下水道料金が納付できるようになります。今後

も、一層、町民の皆様の利便性向上を図ってまいります。

ふるさとづくり応援寄業金につきましては、貴重な自主財源であることから、より一

層の普及とＰＲを行い、返礼品を充実しながら積極的に取り組んでいくとともに、いた

だいた寄業金を有効に活用してまいります。

現在の町行政におきましては、みずからの判断と責任において、その事態の解決に向

け、神河町にとって何が可能で何が不可能なのかという行財政の範囲を的確に見定めな

がら、政策の自己決定、自己責任による行財政運営を行っていかなければなりません。

そのためには、神河町の将来と住民の視点を第一に考える職員を育てていく必要があり

ます。それらに必要な研修機会をその時々に応じタイムリーに、確保、提供しながら、

職員一人一人の能力向上や育成、モチベーションアップを図ることが、組織力の向上に

つながるものと考えております。

町財政につきましては、総務省が示す統一基準による地方公会計の整備により、財政

の見える化を進めてまいります。また、これからの財政運営については、財源確保の面

から予断を許さない状況が続くことが推測されることから、第２次神河町行財政改革大

綱に基づく実施計画の不断の取り組みにより、財政負担の軽減と平準化を目指し、より
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一層の経費節減に努めつつ、事務の効率性を高め、無駄を減らしていくためのさらなる

改革・改善に努めてまいります。

以上を申し上げまして、平成３０年度の予算に対する私の所信といたします。

次に、第３５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、平成３０年度神河町一般会計予算でございまして、地方自治法第２１１条

第１項の規定によりまして議会に提出するものでございます。

予算書の１ページをごらんください。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９９

と ０００万とと定め、その歳入歳出予算の款項の区分、金額は、第１表、歳入歳出予

算によると定めております。

前年度当初予算と数較して⒏８％、額にして８と４００万との増額でございます。

続きまして、歳入でございます。

１１ページをお願いいたします。１款町税は、１８と ８５０万とで、対前年度数マ

イナス⒈６％、額にして ０４１万 ０００との減収と見込んでおります。 

２款から９款までの地方譲与税、そして各県税の交付金と地方特例交付金は、前年度

決算見込みを基本に地方財政計画、そして県の配分見込みにより、それぞれ計上してお

ります。

１０款地方交付税は、２４と ０００万とで、対前年度数マイナス ⒉６％、 ９００

万との減額でございます。普通交付税は、例年のとおり基準財政収入額、の要額を推計

し２５と ０００万とと見込んでおります。前年度の当初予算との数較ではマイナス ⒌

６％、１と ０００万との減額でありますが、前年度の交付額との数較ではマイナス ⒊

２％、 ２９７万 ０００との減額となっております。 

また、特別交付税は、 １００万と増額の４と ０００万とを見込んでおります。 

１１款交通安全対策特別交付金は、２４０万とで、対前年度数マイナス１⒋３％、４

０万との減額でございます。

１２款分担金及び負担金は、 ０１２万とで、対前年度数１５％、６５３万 ０００ 

との増額でございます。

１３款使用料及び手数料は、２と ２１２万 ０００とで、対前年度数マイナス  ⒉４

％、５６１万 ０００との減額でございます。

１４款国庫支出金は、７と ３６０万 ０００とで、対前年度数  ⒍４％、 ５４４万

０００との増額でございます。

１５款県支出金は、６と ８１８万 ０００とで、対前年度数マイナス  ９％、６０

１万 ０００との減額でございます。

１６款財産収入は、 ８９２万 ０００とで、対前年度数１０  ７％、 ４５１万 

０００との増額でございます。

１７款寄業金は、 ０００万 ０００とで、対前年度数マイナス２％、１００万との 

減額でございます。
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１８款繰入金は、４と ３０１万とで、対前年度数マイナス ⒋５％、 ０１９万 ０ 

００との減額でございます。平成３０年度当初予算における財政調整基金繰入金は３と

０００万とでございます。

１９款繰越金は、 ０００万とで、対前年度数１５０％、 ０００万との増額でござ 

います。

２０款諸収入は、３と ０５３万 ０００とで、対前年度数８  ⒍２％、１と １５４

万 ０００との増額でございます。

２１款町債は、２１と ９５０万とで、対前年度数４ ⒊８％、６と １２０万との増

額でございまして、過疎対策事業債は、８と ６１０万との予定でございます。

続きまして、歳出でございます。

一般会計全体の給与費につきましては、平成２９年度当初と数較いたしまして、職員

数は５名減の１２４名、特別職３名を含み１２７名となっております。特別職の給料・

手当は ２３４万 ０００と、一般職員の給料は４と ８９２万 ０００と、職員手当   

は２と ２８１万 ０００と、共済費は１と ５７７万 ０００と。合計で９と ９８    

５万 ０００とでございます。

それでは、款別に前年度と対数して申し上げますので、１２ページをお願いいたしま

す。

１款議会費は １２２万 ０００とで、対前年度数マイナス２  ⒌１％、 ０５０万 

０００との減額でございます。

２款総務費は１８と ４０１万 ０００とで、対前年度数  ⒍９％、１と ７５３万 

０００との増額でございます。

３款民生費は１４と ６３３万とで、対前年度数 ⒈２％、 ６３１万 ０００との増 

額でございます。

４款衛生費は２２と ０１５万 ０００とで、対前年度数２２％、３と ９２４万と  

の増額でございます。

５款農林水産業費は６と ６２８万 ０００とで、対前年度数マイナス  ⒋２％、 ７

０５万 ０００との減額でございます。

６款商工費は３と ９８７万 ０００とで、対前年度数マイナス４  ⒍６％、２と ８

６５万 ０００との減額でございます。

７款土木費は１０と ５０８万 ０００とで、対前年度数４  ⒋４％、３と ３７６万

０００との増額でございます。

８款消防費は２と １３０万とで、対前年度数 ４％、１２６万 ０００との増額で

ございます。

９款教育費は１１と １８８万 ０００とで、対前年度数３  ⒏７％、３と ８５７万

０００との増額でございます。

１０款公債費は９と ３８５万 ０００とで、対前年度数マイナス  ⒋９％、 １４８
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万 ０００との減額でございまして、元金償還金が９と ３７２万、利子償還金が ０  

１２万 ０００と、公債諸費が１万とでございます。

１２款予備費は ０００万とで、対前年度数１００％、５００万との増額でございま

す。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして総務課財政特命参事から御説明いたしますので、よろしく御審議を

お願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上、町長の所信表明並びに一般会計の提案説明が終わりまし

た。

なお、詳細説明につきましては第２日目に行いますので、御了承を願います。

・ ・

○議長（安部 重助君） ここでお諮りいたします。日程の途中ですが、本日の会議はこ

れで延会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼７者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。本日はこれにて延会とすることに

決定しました。

次の本会議は、３月２日午前９時再開といたします。

本日はこれで延会します。どうも御苦労さんでした。

午後４時２３分延会
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